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開 会

○事務局 ただいまから第９回食品流通審議会卸売市場部会を開催させていただきます。
本日は、大池委員、津田委員、藤原委員、市川委員、加瀬委員の５名の委員が御都合に

より御欠席になっております したがいまして 17名の委員の方が御出席されてますので。 、 、
食品流通審議会運営規程第４条及び第９条の規定によりまして、本部会は成立しているこ
とを御報告申し上げます。
議事に入ります前に、お手元に配付しております資料の確認をさせていただきます。資

料１の食品流通審議会卸売市場部会の議事次第、資料２の委員名簿から、資料９、前回の
市場部会の議事録までございます。もし欠落等がございましたら、おっしゃっていただけ
ればと思います。
それでは、部会長、よろしくお願いいたします。

議事録署名人指名

○部会長 委員の皆様方には大変お忙しい中をお集まりいただきまして、ありがとうござ
います。これから卸売市場部会を開きたいと思います。
では、議事に入ります前に、食品流通審議会運営規程第10条第１項の規定に基づきまし

て、２名の議事録署名人を私の方から指名させていただきたいと思います。よろしゅうご
ざいましょうか。
よろしければ、前回に引き続きまして名簿の順ということで、中村靖彦委員と山谷委員

にお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
〔 異議なし」の声あり〕「

○部会長 それでは、両委員、よろしくお願いいたします。

市場外流通の現状と課題について

○部会長 本日の卸売市場部会は、御案内にもありましたように市場外流通の現状と課題
につきましてそれぞれ専門的なお立場からお話を聞かせていただくということで、青果物
と水産物の流通に携わられているお二方を参考人としてお招きしております。
また、今回の第７次基本方針を検討するに当たり、昨年２月の生鮮食品等流通問題研究

会の報告が参考となりますことから、報告の取りまとめに御苦労いただいた同研究会の座
長に「市場流通をめぐる諸課題」についてお話を聞かせていただくということで御出席い
ただいております。
議事次第にございますように、まず市場外流通の関係で青果物、水産物の順にお話をい

ただきまして、質疑はお二人のお話が終わった後にお願いしたいと思っております。その
後に、休憩を挟みまして生鮮食品等流通問題研究会座長からのお話をいただき、質疑と、
こういう議事進行をさせていただきたいと思います。
なお、研究会座長のお話を皮切りに第７次基本方針の本論に入ることになります。今後
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の議論を効率的に進める観点から、事務局が資料を用意していますので、最後に論点とい
いますか、問題点を説明していただきまして、質疑をいたしたいと思っております。
やや長くなりますけれども、午後５時ごろまでの会議となりますので、御協力のほどを

よろしくお願いしたいと思います。

（１）青果物の市場外流通等について

○部会長 それでは、まず青果物についてお願いしたいと思います。よろしくお願いいた
します。
○参考人 今日は市場外流通について話をするように仰せつかっていますので、簡単に話
をさせていただきます。
当社は多分世界最大の青果物（果物及び野菜）の生産者であることをまず御理解いただ

きたいと思います。決してインポーターであるとか、あるいは中間流通業者であるという
位置づけではございません まさに生産者だというふうに御理解いただきたいと思います。 。
当社にとって市場外流通あるいは市場流通というものは両方とも大変重要な流通チャン

ネルでございまして、いまだに市場内流通に当社の販売の半分以上が頼っております。そ
ういう意味で、どちらが良いとか悪いという話をここでさせていただくつもりはなくて、
日本の青果流通がこれからどのようになっていくのだろうかという当社の仮説というか、
戦略をなるべくわかりやすく話をさせていただきたいと思います。
最初に青果物業界と同じ食品の他の業界との簡単な比較をさせていただきます。青果以

外の食品業界は、簡単に言いますと製造、メーカーといわれるもの、そして中間流通、そ
して小売業という三つの大きな機能に分かれている。ただ、日本では小売業というものは
御存じのように大店法という非常に厳しい規制の中で必ずしも欧米諸国に比べて進化をし
てこなかったことから 集約化あるいは寡占化はまだ日本では起きていない ただ一方で、 。 、
それぞれ単品ごとに見ると、メーカーサイド、製造サイドでは、例えばビールでは何社あ
るいは牛乳では何社というふうに大分寡占化が進んできて、一方ではその寡占化の延長線
上で中間流通がメーカー発信型で随分整理されてきているというのが他の食品ではないか
と思います。
振り返って青果物はどうかといいますと、小売サイドは他の食品と全く同じようにまだ

寡占化は起きていなくて、これから５年10年というタイムスパンの中で欧米型になってい
くのではないかと想定されるわけですけれども、メーカーといわれるサイド、日本でいい
ますと生産者と言われるサイドは、大変小規模で、なおかつ分散型で、それがある程度集
合体になって単協あるいは経済連という形態になっているわけですが、それも数千もの単
協が存在していて、寡占化と言うにはほど遠い構造になっているということです。言いか
えますと青果流通は入り口も出口も全く寡占化されていない、制度化されていないという
ことですので、その間にある中間流通は全く進化していなかったということになると思い
ます。戦後ほとんど進化されていなくて、日本の青果流通は皆さんが考えられるほとんど
の低開発国と実質的にほぼ同じ流通形態になっています。それはどういうことかといいま
すと、市場流通が主体になっている。市場流通が悪いということではなくて、その中にあ
る実質的な機能は、屋根しかない、温度帯管理がされていないというような非常に前近代
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的な流通形態になっています。
そういった構造上の問題点を抱えているため、食品全般の中で比較をしていきますと、

それが末端での売価に非常に大きくあらわれてきています。加工食品も幅が広いわけです
が、あるいはチルドといったメーカーが寡占化されている分野の食品の売価は大分世界基
準に近づいてきている、あるいは商品によっては世界基準以上になっているのではないか
ということです。一方で青果は、これは非常に簡単な比較ですけれども、1997年ぐらいの
比較ではアメリカなどに比べて2.5～３倍ぐらいの売価基準になっている。決して生産コ
ストが2.5倍だ３倍だということではないのですけれども、売価ではそういうことになっ
ている。一方、日本の消費者は皆さん大変グローバルな価値基準をお持ちになりつつある
わけで、それに対する不満が昨今の青果の消費にあらわれているのではないかということ
でございます。
今日は中間流通、市場流通あるいは市場外流通についての会議ですが、その答えを単に

流通面からだけ求めるよりも、今、日本の消費者が青果で何を求めているのかということ
に焦点を絞って、そこから逆算的に中間流通がどうなければいけないかということをお話
ししたいと思います。それはとりもなおさず当社の日本での戦略そのものでございます。
日本の消費者にリサーチをしてみますと、青果物に対する不満がはっきり二つ出てまい

ります。一つは価格で、大変高い。先程申しましたように日本の消費者の価値基準が大変
グローバル化している中で、大変高い青果物を買っているという認識がある。それから、
彼らが買っている商品の鮮度が大変よろしくない、不満だというデータが、このタイプの
リサーチをするとほぼ必ず出てくる。そして、深層心理として、消費者が青果物売り場に
行っても選択肢が大変少ないという不満も出てまいります。
一方、日本だけではなく世界の先進国の消費者は大変健康志向でありまして、健康志向

であれば、生の野菜、果物を食べたいという需要もそのリサーチの中に出てまいります。
ただ、現実は右肩下がりに毎年青果の消費が落ちてきている。最近の青果の相場等を見て
も大変低迷しているというところに消費者の不満が表れているのではないかと思います。
当然幾つかの理由があるわけですけれども、セレクション、選択肢という問題で一つお

話をしておきたいと思います。日本のチェーンストアの商品群はちょうど10年ほど前から
ＰＯＳシステムが導入されましたが、青果の場合、小売店内でのロス率が非常に高い。ま
た一方で大店法という一つの保護の中で、消費者を若干無視してでも、売れないものはど
んどん青果物の売り場から外そう、回転の低いものは外しましょうという動きが日本の青
果の小売業界の中に蔓延した。10年ぐらい前には250～300ぐらいだったSKU(Stock Keeping
Unit:在庫保管単位）が、少ないところでは100SKU、150SKUというふうに大幅に選択肢を減ら
した。結果、チェーンストアの収益はロスがなくなった分だけ改善したというのがこの10
年間の歴史ではないかと思います。結果論として、青果の売り場は消費者が魅力を感じな
い売り場になってきたということです。この10年間の日本での小売店の店頭での動きはそ
ういう大きな動きがあった。
一方、アメリカではどうかといいますと、付加価値型の商品が相当出てくる、あるいは

新しい種類の果物を導入する等で、ちょうど10年前にアメリカのスーパーが200SKUぐらい
だったのが今は多いところでは500を超えるような状態になっていまして、売上も先程言
いました消費者の健康志向に乗った中で確実に二桁台に伸びてきているということでござ
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います。
今お話しした仮説を前提にいたしまして、コストを下げる、あるいは品質を上げる、鮮

度を上げるにはどうしたらよいかということになるわけですけれども、これからお話しす
ることは当社がしてきたことだと御理解いただきたいし、また、当社でなくても、これか
ら市場流通・市場外流通のどなたもが必ずしていかなければいけないプロセスだと信じて
おります。
まず最初に、ロジスティックといわれる配送や流通の分野でコストをほぼ３分の１にし

ていかなければいけないのではないか。皆さんの中には若干異論があるかもしれませんけ
も、市場流通は全国平均で20％から23～24％ぐらいのコストがかかる。卸売会社、仲卸と
いうふうに順番に流れていくわけですけれども、その中でそれだけのコストがかかってい
るということです。
朝早くから市場に行ってみて、市場がどういうふうに動いているのかといいますと、青

果の場合、朝５時ごろから10時ごろまでに大体の仕事が終わっているのが実態でございま
す。言いかえますと５時間から６時間ぐらいで作業が終わっている。大変労働集約型の作
業をしている。施設はずっとそこにあるわけですけれども、実は６時間ぐらいしか稼働し
ていない、よくて８時間ぐらいしかしていない。これを例えば24時間動かす、３回動かそ
うということになると、簡単に言ってコストは３分の１になりますねというようなことを
していかなければならないのではないでしょうか。
それから、中間流通業での運営の標準化が実は青果では全くされていないので、まず業

務分析を順次していかなければいけない。青果の流通段階での機能は、分析していきます
と日本では多分７つぐらいに分かれると思います。これはアメリカなどに比べて数段多い
です。例えば、品質の目合わせが中間流通の中で非常に重要な役割を担っている。アメリ
カでは生産者が非常に大規模化していて、例えば当社はアメリカの22％ぐらいのレタスを
生産しているのですけれども、いつ、どこで、誰が当社に電話をしても、１年中、当社の
Ａ、Ｂ、Ｃというレタスが同じ基準で揃います。そういう中では品質の目合わせなどとい
う仕事は存在しないわけですけれども そういうものが日本ではまだ必要だということで、 、
それが幾つかの機能に分解される。そういう業務分析に伴った運営の標準化をしていかな
ければいけない。
もう一つ、青果業界には情報システムがないに等しいと思います。今までの情報システ

ムというのはほとんど決済だけに使われている情報システムで、消費者と生産者とをリア
ルタイムでつないでいくような情報システムでは全くないということです。青果物で非常
に厄介な問題は、普通の加工食品であれば、お店から発注が上がってきて、それが問屋さ
んを通ってメーカーに行き、メーカーが商品をスーパーさんの配送センターに届けるとき
に、誤差率はほとんどゼロに近いというのが実態なわけです。ところが、青果物は誤差だ
らけになるわけです。100ケースのキャベツを発注していると、90ケースのキャベツが夜
中の12時にセンターに届く 「どうしてですか」と言うと 「雨が降っていたから」という。 、
ことになります。言いかえれば、ほとんど毎日あるいは連続的にパニックが起こっている
わけで、それを情報化していく、あるいは情報化するということは標準化するということ
で、大変難しい問題点が残ります。
また、青果物が加工食品と随分違うのは、生産者がメーカーという位置づけであれば、
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原料を出荷して、それが最終小売店の店頭に並ぶまでにいろいろな形態の中で形態を変え
ていく。１箱が袋詰めになる、あるいはバンドルに入る、あるいはトレイに乗るというよ
うな、言われるところのリパックやバックヤードのプロセスを通じながら最終消費者に届
くとき、あるいは最終の小売店が売るユニットとメーカーが出す商品が全く違う商品にな
っていくということです。その標準形も実はありません。小売店によって全てリクエスト
が違うということで、商品の形態が時系列的にどんどん変わっていくということです。こ
ういう厄介な商品を情報化するということは、情報システムのソフトウエアができればよ
いのではなくて、先程言いました業務分析とそれに伴う運営の標準化とシステムが一緒に
なって動いて初めて機能するということがあります。
今お話ししたような仕事として、これは決して当社が中心ではないのですけれども、当

社も一部出資しているＫＩＦＡという会社がございます。伊藤忠さんと当社と協和さんで
つくった会社ですが、ほとんどこれを完成しております。簡単に言いますと、代払い、フ
ァイナンスの機能も備えたトータルの運営システムと標準化された情報システムで、この
情報システムというのは どの段階でも商品の流れがリアルタイムで生産者に報告が行く、 、
あるいはＰＬを取れるという仕組みです。通貨、物流量にもよるわけですが、コストが大
体７～８％ですから、今の市場流通と比較すれば３分の１のコストで成り立つことになり
ます。市場流通が云々とか市場外流通がどうだということではなくて、どなたであれ、中
間流通で青果にかかわっていく方はこれをやっていかなければいけないということになる
と思います。
それから、もう一つ重要な機能が中間流通にございます。今御説明したロジスティクス

のほかに加工と言われる分野があります。例えば、バナナは緑で入ってきたものを黄色く
熟成しなければいけない。あるいは簡単に袋詰めしなければいけない。あるいは、最近の
ようにサラダが出てきますと 付加価値型の商品に加工しなければいけないということで、 、
日本の小売店に並んでいる95％は何かしらの加工をとっているわけです。その加工という
のがほとんど小規模分散型で、小売店サイドに一番近いときはバックヤード、あるいは途
中の仲卸さんの庭先で、あるいは卸売会社の庭先で、あるいは生産者の庭先でということ
で大変小規模分散がちになっている。これが青果の末端売価で比較しますと、ひどいもの
では35％ぐらい、低いものでも15％ぐらいのコスト格差になっています。大変ハイコスト
運営になっているので、これを小規模分散から大規模集約にすることによってコストダウ
ンを図っていくということだと思います。
当社の例ですが、国産も含めて当社にかかわった商品は、過去７年間で約300億、全国

に11拠点の大規模集約型の工場をつくってきて、やっとここへ来て採算に乗り始めたな、
やっと累損が消えてきたなという状態です。ただ、これは規模が大きくて投資も大きいの
ですけれども、中身は非常に単純です。今まではどこの方も小規模分散でやっていて、１
日に８時間から10時間しかやっていないものを、同じ設備で１日24時間回転させる。当然
固定費が３分の１になって、パート代等の変動費だけが上がっていくということになるわ
けで、かなりのコストダウンにつながってまいります。そういった機能もつくっていかな
くてはいけないということだと思います。
もう一つ、非常に重要な機能は、これは決して難しくないと思うのですけれども、温度

管理、配送センターがオープン型ではなく、クローズ型です。理想を言えば３温度帯管理
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ということになるのですけれども、少なくとも２温度帯管理ぐらいのクローズ型で配送が
ドッグシェルターからトラックに積み込んで出ていく。生産から小売店の店頭まで商品に
よっては徹底した温度管理がされながら流れていくという仕組みが、今、日本の青果で膨
大なロスとなっている例えば売場でのロス、あるいは中間でのロス、腐れという問題点を
ほとんど解決する方法論だと思います。
例えば、当社はアメリカで22％、60万トンのレタスを生産しているのですけれども、刈

り入れて１カ月ぐらいはもちます。薬品を使うわけでもなくて、ただ単に温度管理だけで
１カ月ぐらいは問題ないということです。当社がつくったサラダはやはりアメリカで２割
ぐらいのマーケットシェアがあるのですけれども、賞味期間が約２週間です。日本で２週
間の賞味期間の商品をつくることは至難のわざです。今、当社でつくっている工場では４
日、マックス５日までというところまで来ていますけれども、とても２週間というのは無
理だということでございます。言いかえますと、温度帯管理の仕組みを導入することによ
って、日本での青果物、全く在庫型でない青果物が若干在庫型になるということです。若
干在庫型になるというのは、日々がパニックで、ほとんど人間系、特に仲卸さんの庭先で
調整していた仕事が相当制度化できるということになります。
こういったことをずっと続けていきますと、これは理論値ですが、青果物は小売店の店

頭で値段が大体３割下がると思います そして品質が向上するということになるわけです。 。
３割下がっても日本の青果物は欧米に比べれば多分1.5～1.8倍ということで、それ以上の
ものはなかなか求められないのではないかと思いますけれども、消費者の中にはそれでも
いいよというような受け入れられる範囲におさまってくるのではないか。
この機能を全部あわせると多頻度配送が非常にしやすくなります。日本は非常に小さい

国で、配送コストがアメリカなどに比べると相当低いわけですから、コンビニエンススト
アの運営の仕組みの中でも十二分に証明されて、お店の生産性向上あるいは対消費者に対
するマーチャンダイジングは、高度の仕組みの導入、あるいは消費者の選択肢を増やすと
店頭でのロス率が上がるというジレンマは、多頻度配送することによってほとんど解決す
ることができます。
以上のようなことが当社が考えている消費者という観点から見たときの中間流通が持た

なくてはならない機能だというふうに理解していただきたいと思います。
市場の中には卸売会社あるいは仲卸さんがおられるわけですけれども、今後、そういう

方たちがどういう形で進化されていくのか、あるいはどなたが中心になっていくのかとい
うことは私には全くわかりませんが 少なくともこういう方向性だけは間違いないだろう、 。
今の市場は非常にローカル市場だということです。一応行政府の認可という形態になって
いるわけですけれども、世の中の小売店、特に生産者はナショナル・ホールセーラーを要
求するということです。ローカル・ホールセーラーが生き残れる余地はもうほとんどない
でしょう。
なぜそういうことかといいますと、まず第１に中間流通が組み立てられなければいけな

い情報システムは膨大なコストがかかる。連続的な投資を吸収していく体制が必要ですか
ら、当然大規模でなければいけないということが一つ。また反対に生産者が物を販売する
ときに、今、生産者の方は地域合併あるいは大規模化が起きているわけですけれども、現
状でかなり大きな単品の生産者が市場にどのぐらいの物を売っているかといいますと、大
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体10社から15社の間だと思います。日本には何百という小売店があって、それぞれの地区
でそれぞれの小売店のマーチャンダイジングのスタイルがあって、求めているものは必ず
しも全部一緒ではない。特に当社は生産者ですから、どういう形で当社の商品をリスクヘ
ッジしていくか。定価のない商品を売っているわけで、北のＡチェーンストアの求めてい
るものはこのサイズでこの品質です、関東のＢチェーンストアの求めているものはこのサ
イズでこの品質です、関西のＣチェーンストアが求めているものはこうですというような
データを積み重ねて、結果論として、当社は今、卸、中間流通業者といわれる方とのおつ
き合いが400社ございます。それから常時当社とお話をさせていただいているチェーンス
トアだけで150社ございます 大変コミュニケーションのコストがかかるのですけれども。 、
それができて初めて在庫のきかない商品を瞬時に全国に適正に配していくことができると
いうことでございます。
日本の単協・経済連、かなり大きな単品の生産者団体である単協あるいは経済連もせい

ぜい10社から15社の卸売市場に物を売っているということですから、ほとんど日本のマー
ケットの全体はカバーしていないし、わからない。青果物は限られたところで売らなけれ
ばいけないとなったときに値段は絶対に出ないということです。ですから、生産者からし
ますと、大変幅広い、ネーションワイドの情報を持った卸売会社、中間流通業者について
いくしかないということになるわけです。
それ以外に、今後間違いなく日本の青果の中で大きな売上構成比を占めるだろうと言わ

れるものとして 付加価値型の商品が一気に出てくると思います 当社はカットフルーツ、 。 、
カット野菜をこの数年やっております。カットフルーツに至っては８年間ぐらいやってい
るのですけれども、去年、対前年比でカットフルーツが急激に伸び始めています。大体３
倍まで来ています。ほとんどのチェーンストアさんはまだ本格的に販売されていないので
すけれども、それなりのロジスティックが整ってきたチェーンストアさんは積極的に販売
して、またその数字ができてきているということです。カット野菜という新しい分野もこ
れから一気に出てくるわけですが、これも先程御説明申し上げましたロジスティック、温
度帯管理、多頻度配送、あるいは情報システムというような最低限の機能を持っていない
と商品が流れないことになるわけで、こういった機能は、いやが上にも、誰がするにして
も、必ず整備されてくる。言いかえますと、市場内であれ市場外であれ、絶対につくって
いかなければいけない機能だと思います。
もう一方で、最近、自給率が最近大きな問題になっています。自給率が43％と言われて

いる中で、青果物だけは83％が国産です。大変労働集約型の農業ですけれども、いまだに
85％が国産である最大の理由は、先程言いました温度帯管理を含めたトータルの中間流通
としての機能が日本にはないものですから、港まで商品を持ってきても小売店まで届かな
い、腐ってしまうというのが今までの実態でございます。そういう意味で、それが整うと
同時に輸入青果物全体での比率は必ず上がるだろう。同時に、メーカーサイドは必ず寡占
化する。もうその最初の一歩、農協と単協の大合併が始まっている。ただ、これは地域合
併ということで、青果物は、例えば野菜であれば３カ月単位で北から南へ、南から北へと
シフトしていきますので、必ず次のニーズとして時系列的な合併が生産者段階で起きると
思います。
そういうことが同時並列的に順番に起きてきて、最終的に非常に安くて品質の高い、選
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択肢の大変豊かな商品が並ぶことになって、結果、欧米で起きている健康志向という大き
な潮流の中で日本の消費も伸びることになると思います。アメリカでは中間流通はほとん
どチェーンストアの中に取り込まれたというか、内在されている機能ですが、日本では大
店法が急になくなったこともあって、チェーンストアさんはなかなかそこまで手が回らな
いということで、中間流通の出番は随分あるだろうと思います。ただ、やっていかなけれ
ばいけないのは当社が考える範囲ではそういうことではないかと思っております。
なるべく簡単に説明したつもりですけれども、以上です。

○部会長 どうもありがとうございました。
○委 員 今の話についての質問や意見は済んでからですね。
○部会長 お二人の話が終わってからお願いします。

（２）水産物の市場外流通等について

○部会長 では、質疑は後ほどということで、続きまして水産物についてお願いいたしま
す。
○参考人 皆さん、それぞれの御専門でございまして、その専門分野の皆様と議論をして
も私が勝てるとは思いませんので、水産会社と言われて水産物や水産食品を本業としてい
る私どもがどんなことを考え 現実にどんなことが行われているかということを御紹介し、 、
そのことが市場の仕事にどのように関わっていくのかということを切り口にして今日の課
題を整理してみました。

（以下、プロジェクターを使い説明）
水産会社といわれておりまして、私どもはその上に「大手」というのがくっついていま

す。東証１部に６社ございますが、そのうち私は三つのパターンがあると思います。これ
は有価証券報告書から拾いましたから、別に秘密はないわけですけれども、マルハ型、ニ
チロ型、ニッスイ型かなと思っていまして、10年間の比較です。10年前の89年はどんなこ
とをやっていたか、それから10年たった98年は――有価証券報告書ですから98年で、ちょ
っと古くて申しわけないのですが、こんなことでございます。その中で今日の私どもの課
題の魚介類はこんなことになっております。
この違いが何から出てきたかということになるわけですが、水産会社というのはいずれ

も魚獲りが本業でございます。漁業会社からスタートしているわけでありますが、魚を獲
ってはいけないということになったときにどのように戦略を組んだか、その戦略の違いだ
と思っております。マルハ型は明らかに水産商事型で、水産物の貿易や流通に強みを持っ
て経営を行われているし、今もその方向をとっておられる。２番目のニチロ型は完全に加
工食品事業に軸足を置いた経営です。前のページに出ておりましたとおり、加工食品の方
が魚よりも多い。３番目がニッスイですけれども、魚を獲るところから食卓まで垂直統合
する、こういう格好になっているわけであります。今日、私は強みということを大事にし
てお話をさせていただきたいと思いますが、自分の強みは何かということをそれぞれが考
えて、こういう戦略をとったのだと思っております。
ただ、３社とも、毎年毎年加工食品の比率が高まっておりまして、いわゆる株式市場で

は加工食品の比重が高まると株価が高くなる。水産物を扱っている限り、あの会社は大変
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リスキーだというふうに評価される、こういう大変情けない問題があります。では誰が魚
を獲って我々が食べることができるのか、そういう議論をぜひ株式市場にもしてください
というふうに私は申し上げてありますが、残念ながら、その議論はしてくれません。株価
が高いことの方がいいということをおっしゃる人が評価される時代であるのが少し残念で
ございます。
その次に、もう少し詳しいことをお話しした方がいいと思うのですが、それは有価証券

報告書に出ておりませんので、私どものデータをお示しします。あまり公開はしていない
のでありますが、今日は専門の皆さんの中なので、どんなふうになっているかということ
を少し御紹介してみたいと思います。
私どもは調達の仕組みで四つに分けております 自分の船及び合弁会社の船で魚を獲る。 、

あるいは海外も含めて自分の養殖場で養殖をする、これが21％です。かつて私どもが200
海里規制の前後に隆盛だった時代がありますが、その時代と比べて金額はちょうど半分で
ございます。その時代に我々は実は800億円ぐらいしか魚は獲っていなかったんです。今
は400億円弱ぐらいですから、約半分、21％ぐらいです。
その次に、第Ⅱ分類と呼んでいる部分、技術やお金を出してつくっていただいている部

分でありますが、国内でつくっているものと海外でつくっているものがほぼ拮抗しており
まして、合わせて27％。そこで約半分でございます。
残りは、海外の生産者あるいは国内の生産者から直接調達をする、こういう仕組みでご

ざいます。先程、参考人が「当社は完全にメーカー」とおっしゃいました。我々もメーカ
ーのつもりでおりますけれども 半分は商事行為をやっている こういうことであります、 、 。
一番上に１％ぐらいマーケットでの売り買いがあるのですが、私どもはやめるという決断
をしています。品質保証などの関係からこのことはやれないということですが、過去の残
滓が１％ぐらい残っている。こんなことが私どもの調達の仕組みですから、メーカーだと
言いながらも半分は商事行為をやっていると、こういう実態であります。
今度は製品の形態別に見たらどうだろうかということであります。もちろん水産品だけ

しか見ていないわけですけれども、実は私どもは20kgぐらいの箱に入っているスタイルを
バルク凍魚と言っていますが、64％がバルク凍魚であります。加工・食材化されたものは
20％、マグロを含めた生鮮魚が15％、チルド品が１％であります。ただ、この時点は98年
でありますが、99年、2000年と急速に変わっておりまして、98年には20％だったものが28
％になっている。この数字は50％まではすんなり行くと思っております。先程の参考人の
お話にもありましたように青果でも加工されたものが増えてくるのでありますが、水産物
でも全く同じように、加工されたものが増えてくるという流れに明らかにあるなと思って
おります。
次に、これはグラフでなくて申しわけないのですが、チャネル別の製品形態別構成比で

あります。ここまでオープンにさせていただきますけれども、私どもは市場の卸様とのチ
ャネルを大変大事にしておりまして、魚の取り扱いのうちの約56％が市場の卸様とのお取
引であります。したがって、本日の話題である市場外流通を語るには適当ではないかと思
いますが こういうことであります ライフの清水社長のところは量販さんでありまして、 。 、
お取引をさせていただいておりますけれども、基本的にはこういう少ない数字ということ
であります。ただ、加工したものが増えたら市場の流通がどんどん減るかというと、この
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２列をごらんいただいたら、そんなに簡単に減らないなということがおわかりいただける
と思います。加工したものが必ずしも外食産業さんや量販さんに行くわけではないという
ことでありまして、魚に関していいますと、市場流通というのは非常にしっかりした地位
を持っているということが言えるのかもしれません。
次に、これは海外の活動でございます。私ども、海外で10億ドル、ですから1,100億円

ぐらいと申し上げたらよいでしょうか、そのぐらいの活動をしている。どこでしているか
といいますと、アメリカで半分、南米で21％、アジアで14％という格好になっているわけ
ですけれども、左側（生産・調達地区）は皆様にとってあまり大事ではなくて、右側のど
こへ売っていますかということですが、かつては８割ぐらいが日本に来ていました。これ
は、私ども、2000年には半分以下にするという方針を決めましたけれども、もう98年にこ
こまで来てしまいました。そのことは、日本に４割、アメリカで４割弱、その他の国で売
れているということで、水産会社は急速にグローバル企業になりつつあるし、グローバル
・マーケティングをやっているということであります。
今日の話題からするとここに大変大事なことが一つあると思うのですが、グローバル・

マーケティングをやるということは、全部が予約をいただくとか、契約ベースでお客様と
話ができているということです。海外に売るのに、持っていってから、そこに在庫をして
おいて少しずつ売るというわけにはいきません。日本の場合は、持ってきて在庫をしてい
て、その在庫を崩しながら売ることが可能ですけれども、海外はそれができないものです
から、獲ったものを一旦冷蔵庫に入れておいて、それを順番に売っていくというスタイル
から、契約ができているところへ優先的に物を送っていくという流れに変わっているとい
うことであります。
今、四つほどの私どもの内部データを御紹介したわけでありますけれども、水産会社の

事業構造は、産地から日本市場へという角度から、契約ができている国あるいは第三者へ
という格好でグローバルな仕組みに変わっているということでありますし、加工品の比率
がどんどん上がっていくということだと思います。このことが水産会社の経営を大きく変
えることになると思います。あわせて、現在も最大のチャネル、56％もお世話になってい
る市場の卸さんとの取引はどうなるかということになりますと 今の売り買いの方式から、 、
どこまでお客様ベースの予約を私どもが頂戴できるかということに行かないと、仕事はか
なりのスピードで縮んでいくのではないかと思っております。そのことが一つ目のポイン
トであります。
今は生産のところを見ていただいたわけでありますが、次に生活の変化を少し見ていた

だきたいと思います。
最初に総理府の家計調査です。これは皆さん御存じのデータでありますけれども、この

10年ぐらいの流れであります。魚だけではなくて肉と青果も入れておきました。魚は青線
ですが、バブルの頂点を頂点にして右下がりになりました。野菜も大体同じでしょうか。
先程、参考人は青果もずっと減っているとおっしゃいましたけれども、購入金額のベース
でとらえると、こういうことでございます。10年の動きであります。
次に魚のカテゴリーでとらえた推移ですが、同じです。92年がピークになりまして、鮮

魚も下がります。刺身の盛り合わせも下がっております。塩干品も下がっていますし、練
り製品も下がっています。黄色い線の貝類がフラットかなというぐらいでありまして、明
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らかに下がっているということであります。これは皆さん御存じの世界です。
その次に、ちょっとおもしろくデータを加工してみました。これも同じく総理府の統計

で、1989年から、速報をとらせてもらいましたので1999年までありますが、過去11年の間
に一番購買が伸びたカテゴリーは何かということを上から20番まで並べました。一番伸び
たのが弁当です。２番目が他の主食的食品、３番目が調理食品です。２番目の「他の主食
的調理食品」には何が入るかといいますと、例えばピザみたいなものも入るし、たこ焼き
みたいなものも入るし、あるいは冷凍食品のおにぎりやピラフみたいなものもここに入っ
ています。３番目の調理食品、これはいわゆるお惣菜といわれている分野ですけれども、
キーワードは全部「すぐ食べられる」なんです。業界言葉でＲＴＥと言っていますが 「R、
eady To Eat 、すぐ食べられるということです。お弁当は、１万2,000円ということで、」
これを毎月に換算したら1,000円ずつ伸びています。
こういうことになっておりますが、右側の欄をずっとごらんいただくと、すぐ食べられ

るか健康によいもの以外は見当たりません。この中に魚ではただ一つ「さけ」が出てきま
すけれども、これは冷凍あるいは生さけでありまして、これが増えた以上に塩蔵のさけが
減っていますので、さけトータルでは決してプラスにはなっていないのですが、こんなこ
とかなと思います。ここまで偏らないとは思ったのですが、やってみたらこんなに偏って
いたということであります。10年のものであります。
もう一つ、ごらんいただきます。伸びた中に冷凍食品がありました。これはまた私ども

の内部のマーケティング資料でありますけれども、過去10年に冷凍食品の売れ筋がどう変
わったかという問題であります。調理法の軸と食シーンの軸を縦横にとっています。食シ
ーンでは、惣菜、弁当、スナックというふうにとっており、調理方法の方は自然解凍から
電子レンジ、油で揚げるみたいなところまで書いてありますけれども、お惣菜が明らかに
スナック化してきています。これは、先程申し上げましたReady To Eatの流れでそろって
いますし、料理法の軸は全く電子レンジになっている。10年間で３倍でございまして、明
らかに流れが変わってきています。
「 」 、 。外部化比率 という言葉があるのですが 外部化比率はあまり変わっていないんです
アメリカに比べて日本は10ポイント弱ぐらい低い状態であります。スカイラークさんがお
られますが、御承知のとおり外食産業なども入って外部化比率が形成されているわけです
けれども、どう見ても 「食」というのは「つくる」ことから「買う」という方向に流れ、
ていることを否定してしまうわけにはいかないと考えております。ＨＭＲ(Home Meal Rep
lacement)というのが一昨年あたりにすごく流行ったわけでありますが、このような背景
だということが言えるかと思います。日本の伝統的な食べ方、主食があって、おかずがあ
ってという世界から、どうもスナックと飲み物とデザートがあれば「食」が成り立ってし
まう。そういう意味では 「食のカジュアル化」と言えるかとも思いますし、食文化とい、
う意味では実に情けないなというふうに思わざるを得ないかなと、このように思っており
ます。
もう一つ、私どもは自分たちで生活研究みたいなことをやっているわけですけれども、

消費者意識の中でconsumer decision treeというのがあります。コンシューマーは何をも
って購買を決定しますか コンシューマーは何をもってデシジョンしますかということを、 、
consumer decision treeをつくっていく上でいろいろな分析をしているわけでありますけ
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れども、生活者にとっての価値をどういうふうにやっていこうかということで、マズロー
の欲求段階説を左側にとって、こうやってみますと、一番プリミティブなのは本能的な価
値、使い勝手がよいとか、すぐ食べられるというのが出てくる。もう少し段階が上がりま
すと、安心や安全や健康というものが出てくる。その上になってくると、鮮度感、おいし
さ感。これを私どもは「体感的価値」と勝手に名づけていますが、魚というものは、もし
メニュー化されていなければ、ここに位置づけられると私は思っています。したがって、
少なくとも下の二つ、特に左側の「本能的価値」よりは、はるかに売りにくいということ
にならざるを得ないのではないかと、こんなふうに思っております。
こういうふうに考えれば、生活者の期待と評価がなかなか一致をしないという問題があ

るのではないか。青果物の先程のお話は私とちょっと違う角度でこのことをとらえていら
っしゃったように思います。魚の場合は、頭ではこういう感じに描いたけれども、食べて
みたらそうではなかったということが、ひょっとしたら魚の不信感を生んでいるかもしれ
ないという仮説は存在するかなと思っております。ただ、後ほどお話しすることになりま
すけれども、ブランド化が進んできております。逆に言いますと、生産者はブランド化に
一生懸命であります。なぜかというと、期待と価値を一致させる努力を生産者は明らかに
しようと思っている。こういうことでありまして、ブランド化はこういう意味では必然性
を持っているなと考えております。
もう一つ 青果の世界も肉の世界も天然物がないんですが 魚だけは天然物であります、 、 。

全水卸の清水会長、また伊藤さんもいらっしゃいますけれども 「養殖なんか食べられる、
か」とおっしゃるかどうかわかりません。しかし 「養殖物専門のお寿司屋さんにいらっ、
しゃいますか」と言ったら、大体の皆さんが「行かないよ」とおっしゃると思うのであり
ますが、どういうわけか魚は天然物であるというのが誰も不思議に思わないことが私は大
変不思議なのであります。
この状態がずっと続いていくかどうかということであります。yesであったり、noとい

うことになると思うのですが、現在、養殖の比率は、世界レベルで見ると今年全部の生産
のうちの28％だというふうに統計されています。日本は多分20％ぐらいだと思います。カ
キやホタテは殻がついたまま重さを測りますから可食比較ではありませんけれども、その
ぐらいでありまして、2035年には50％と言われています。本審議会は10年先の見通しであ
りまして、35年まで先を見通すことにはなっていないそうでありますから、それまではあ
まり変わらないかなと。やはり天然ということを頭に置いて仕事をしていかなければいけ
ないということだと思います。
ただ、魚獲りというのは実は赤字産業を長い間続けてきました。これ以降ＦＡＯが統計

を発表していません。1992年がＦＡＯが一番最後に発表した統計で、著しく古くて申しわ
けないのですが、魚を獲るたびに92円のコストをかけて70円で売る、１kg獲って売るたび
に20円ずつ漁師は損をする、これがその時代の状態でありました。ただ、そんなバカなこ
とをいつまでも続けるわけにはいきません。魚を獲る業界も少し進化いたしまして、最近
はこれほどひどくはないのでありますけれども、いわゆるオリンピックといいまして、ヨ
ーイ、ドンで好きなだけを獲る状態から、クォーターを個人に割り振る。ＩＴＱというこ
とで国別に割り振った後で個人にということでありますけれども、最適なベース、自分の
持っているお客様にあわせて魚を獲っていくというベースに変わっていく、そういう流れ
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にあると思います。水産物は先程の私の言葉で言えばバルクですし、一般的な言葉で言え
ばコモディティーとして売るのではなくて、水産物の世界もマーケティングの世界に入ら
なければいけない。このことは先程のお話の青果の世界と似てきているのではないかと思
います。そうなってくればなってくるだけ、今は獲ったものが市場に集まるという仕組み
でありますけれども、マーケティングが進んでくると、獲ったものが市場に集まるという
ふうには必ずしも短絡できないのではないか、このように考えなければいけないと思いま
す。
今、三つほどのものを見ていただきましたが、生活も消費も本能的な部分はどんどん変

わっていく。多分もっとReady To Eatになっていくだろうと思いますけれども、理性的な
部分や体感的な部分はなかなか満たされない。こういうミスマッチを持っている。
一方、生産サイドでありますけれども、生産者の大型化は間違いなく進んでいくと思い

ます。生産者の大型化が進むということは、必ずマーケティングを志向することになると
思います。それから、差別化をしないと利益がとれないわけですから、差別化のための手
段を開発し、そのことに手間とコストをかけるけれども、それを価値としてマーケットに
認めてもらおうという努力は間違いなくするだろう。そういうふうにしたものは当然ブラ
ンド化して皆様にお届けをすることになります。ＪＡＳ法の改正で魚の産地表示が出てく
るわけですが、ＪＡＳ法改正による魚の産地表示と今のブランド化はマーケティング上の
コンセプトは少し違うのではないかと思いますが、そういうことが起きてくる。
ブランド化というのは、御承知のとおり生活者にとっては価値の表示ですから、ある意

味でそのブランドを支持する人が出てくる、こないという問題があるし、ブランド化する
ということは、流通からとらえると商物を分離することが可能になるということでござい
ます。そういう意味でブランド化はなかなか見過ごすことができない問題ではないかと思
いますけれども、生産者がブランド化したら生活者とのミスマッチを埋められるかどうか
という問題については、私はクエスチョンマークをつけておかなければいけないだろうと
思います。
その次は 後で清水会長におしかりを受けるかもしれませんけれども 小売業の苦脳、 、「 」

といたしました。実は魚が売れない。間違いなく量販様の店頭で魚が売れない。水産売り
場はなかなか儲からない。清水会長が「俺のところは儲かっているよ」とおっしゃってい
ただくと大変心強いのでありますけれども、多分私はこうだろうと思うのであります。こ
の事実をどうとらえるかということが大事ではないかと思うのですが、私は、間違いなく
小売の問題であるけれども それだけで片づけてしまっていいとは思わないのであります、 。
先程の生活の変化を見る限り、魚を魚として売ることはこれからは大変売りにくくなる

と思いますし、流通にとっても小売の皆さんにとっても生活の変化というものが大変強力
なライバルになってしまったと思うのでありますが、売れるようにしなければ魚は売れな
いということがこれからの前提だと思います。どうやってやるか。方法はもちろんあるで
しょうけれども 一つは現状を改善することで日常的にそれぞれの皆さんがおやりになる、 。
例えば品揃え、加工度、演出、価格という問題でありますが、これはどなたがおやりにな
るのですかといったときに、私は、生活者の期待とのミスマッチを埋めることを小売業の
お店だけに頼るのは、小売業の皆さんにとって酷ではないかと思います。
もう一つ、生活者の変化を追いかけるという角度があると思います。生活者の変化を追
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いかける、これは業態を変えたり売り場を変えるということになるわけですけれども、な
かなか大変でありますね。ライフさんが大阪市の喜連瓜破（平野区）に新しいお店をつく

きれ う り わ り

られました。あのお店をこの間関西へ行ったときに見せてもらってきましたけれども、す
ごく工夫しておられます。工夫をしておられても、ミスマッチを埋めておられるかという
のは私が答えを出すわけにいかないので、多分清水会長がお答えになると思うのでありま
すが、工夫をしても工夫をしても逃げ水みたいに生活の変化というのは逃げていってしま
うのではないかと、こんな気がいたします。
いずれにしても、生活の研究や販売データの分析、市場の分析、商品開発、販促といっ

たことを組み合わせてミスマッチを埋める方法はあるのですが、同時に青果の方でも問題
の指摘がありました物流センター、あるいはプロセスをするセンター、これは一体誰がや
ったらよいのだろうか。清水会長のライフさんは自分でお持ちだと思っておりますけれど
も、こういう機能を包括的に統合していく。先程の参考人の会社は御自分でおつくりにな
ったとおっしゃっていましたけれども、水産の場合は、その前の段階、まだ市場が力を持
っている段階でありますが、10年という時間軸で見たときにどういうことを主導にこのこ
とをやっていくかということが大事だと思うわけであります。
それはなぜですかという問題になるわけですけれども、関東のナショナルチェーン（Ｇ

ＭＳ 、関東のリージョナルなスーパーマーケット、関東の専門店という格好で、魚種と）
カテゴリーの上位五つずつをとってみました これは私どもの調べたデータですけれども。 、
並んでいる魚はどこのお店でも全く一緒であります。１番がマグロ、２番がサケ、３番が
エビというところまでは変わらない。その後にウナギかイカかブリが来るかの違いであり
まして、パーセントもちょっと違うだけであります。
産業は間違いなく魚種で生きております。しかし、生活は下のカテゴリーで生きており

まして、これをカテゴリーに変えたらどうなるかといいますと、ナショナルチェーンのカ
テゴリーは、生食で28％、焼き物用塩干品が16％、これはアジの干物等です。そして鮮魚
や活貝が12％、鍋材料も入れた切身が10％、お寿司が９％となっている。それがリージョ
ナルではこうなって、専門店になるとこういう格好になりまして、カテゴリーはちょっと
違ってくるかなという感じであります。
とにかく、我々生産者や流通の皆さん、産業サイドは魚種で仕事をする。小売の店頭に

なると生活との接点ですからカテゴリーになってくるということで、魚種をカテゴリーに
変換する仕事は誰かがやらなければいけない。お店でやり切れるかという問題は先程問題
提起をしましたけれども、ここでミスマッチを起こしてしまいますと、魚は食べたいけれ
ども、先程の青果のお話で申し上げれば「選択肢があるんですか」という話になっていく
のではないかと思います。私は、生活者と産業のミスマッチを解消する仕組みを誰がつく
るかという問題が水産物の流通にとって二つ目のポイントになると思います。
そこで卸売市場の問題です。これは私が生意気を申し上げるつもりはないのですが、少

し触れなければいけないと思いますので、卸売市場の問題について少し整理をしてみたい
と思います。魚のサプライチェーンは生産者から食卓までということになりますが、小売
業様あるいは外食産業様のお店までというふうに考えたときに、一部の特例を除いて、と
てももうかっていない仕事なんです。真ん中に中間流通の仲卸さんがいらっしゃるわけで
すが、例えばつい最近発表になりました98年のデータでは、東京都の市場の卸さんは営業
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利益率が0.15％、仲卸さんは0.21％でありました。メーカーはどのぐらいでしょうか。ち
ょっと前までメーカーは赤字でしたが、最近は赤字ではなくなりました。漁業でちょっと
利益が出ている 「小売はいかがですか」とライフの清水会長に伺ったら 「もうかってい。 、
るよ」とおっしゃるかもしれないし、スカイラーク様に伺ったら「もうかっているよ」と
おっしゃるかもしれないけれども、多分私はあまりもうかっていないというふうに推察を
しております。これはおかしくないか。これだけ生活者に支持していただいているものが
サプライチェーン全体を通してもうからないというのはおかしくないかなという問題であ
りますが、生産者のところと小売あるいは外食のところを取り上げるのは今日の話題では
ないので、次のグラフをごらんいただきたいと思います。
実は私、10年ほど前からこういう表を使っています。データベースはどんどん新しくし

ているのでありますが、1970年から30年間ほど引っ張ってみまして、水産物の価格がどの
ように推移してきたか、そのことは日経の42種類の商品の価格とどう乖離しているか、あ
わせて為替とか、余計なことに新入社員の初任給まで入れておりますけれども、魚の価格
は築地の魚種を全部ぶち込んだ平均価格です。緑の線のようになっていまして、大体92年
で頭を打って横ばいないし右に下がってくるという流れであります。一方、日経の42種類
の商品の指数は第２次石油ショック以降ずっと右下がりになっていまして、かなり乖離し
ています。経営環境論みたいな格好でとらえますと、市場が非常によかったのは、数量も
増え単価も上がった時代だと思います。数量は増えなくなっても単価が上がっている時代
は間違いなく経営ができていたわけでありますけれども、今は数量が減って単価が下がる
時代が来ていると思います。
これは東京中央卸売市場の取扱量ですが、皆さん御承知のとおり、このように減ってき

ています。皆さん、海外で事業をされたり物流業をおやりになったり、いろいろなことを
おやりになっているわけでありますが、その結果がどういうことになっているかといいま
すと、大成功であったという格好にはなかなかなりにくいのではないかと思います。あわ
せて市場法の改正により競争が誘導されると思いますから、粗利率は低下をしていかざる
を得ないだろうし、生産者の大型化も農業の分野だけではなく水産物の分野でも当然起き
てきます。経費構造は大変硬直化していると思いますから、営業利益が極めて出しにくい
体質あるいは構造になっている。あわせて、回収リスクが比較的高いと考えざるを得ない
ので、営業利益が低いにもかかわらず、回収リスクが経営を大変難しくするということで
あります。
食品の卸と比較をしてみますと、こんなことになります。これは有価証券報告書から某

社と某社を拾わせていただいたのでありますが、卸売市場の卸様と食品の卸様の比較はこ
んなことであります。粗利益が4.5％と6.6％、運賃・保管料がこういうふうにずっとかか
ります。こちらは末端まで配送しておられ、こちらは仲卸さんに渡されて仕事が一旦完結
しているわけでありますが、食品の卸とかなり違ってきているということがこの中で考え
なければいけない問題かと思います。
１人当たりの扱い金額は食品卸さんは10年間ずっと増えてきているわけですが、市場の

方は先程のような流れの中で従業員の１人当たりの扱いが減ってきている格好でありま
す。私は、サプライチェーンのみんなが利益が出ないで苦しむことが異常だとすれば、サ
プライチェーンの組みかえを産業全体で考えてみなければいけないのではないかというこ
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とを強く感じております。その意味では、市場を中心に考えれば市場の仕組みや評価が要
るだろうと思いますし、私ども固有名詞の日本水産からしますと、大水の清水社長は私ど
もの大事なお取引でありますが、一緒にサプライチェーンの組みかえをやりませんかと。
これは誰かがやらなければいけないことなので、一緒にやりませんかということを数年前
からやっておりまして 実態はその方向に動き出しています 動き出していますけれども、 。 、
その答えはなかなか出ない。なぜ出ないかというと、理屈で成り立つ仕事が簡単に商売で
成り立つほど現状はやさしくないということであります ただ ここを突破しなかったら。 、 、
明日を幾ら描いても仕方がないと思っています。このことが三つ目のポイントだと思いま
す。理屈でこうだという問題をどうやって実現するかということが、産業レベルの知恵と
して実現しなければならない三つ目のポイントだと思っております。
そこで、最後にまとめということでお話をさせていただかなければいけません。整理を

しますと、水産会社の説明から入ったわけでありますが、生産者は変わるということを御
理解いただけると思います。しかも、水産物のお客さんは日本だけではなく世界中にある
ので、ある意味では一番いいところに水産物が動いていくということになるのかもしれま
せん。
それから生活が変わっているということはごらんいただきましたし、小売の皆さんも苦

労しながらも生活の変化をきっちり追っかけていらっしゃる。そうすると、卸売業はどう
だろうかということでありますが、食品卸は、皆さん御存じのとおり変化を追いかける小
売業さんのパートナーとして自分の存在価値を見つけていっているということになるので
はないかと思います。
最初にベンチマークとしての食品卸を見ていただこうと思います。これはある食品卸さ

んの構成です。10年の間に商品構成が変わっているかというと、変わっていないんです。
食品卸というのは、商品の構成の組みかえをやるのではなくて、仕事そのものを先程の参
考人の言葉で言えば標準化とか業務プロセスを革新していくという格好でシステム産業化
したことが食品卸売業が今日になってきた大きなポイントになっているのではないかと思
います。もともと乾物あるいは缶詰の問屋さんだったのが加工食品の問屋さんになり、冷
凍食品も扱われるようになり、チルド、最近ではお菓子や酒を取り込み、さらに水産物、
肉、野菜も取り込みたいと、こういう流れになっていることが感じられます。フルライン
化が成功したかどうかはわかりませんけれども、菓子卸や酒類卸を食品問屋さんが圧倒し
始めていることは間違いないだろうと思います。その成功の要因は先程申し上げました商
品構成ではなくて、システム化あるいはサービス化という問題ではないかと思います。
これを整理してみますと、食品卸さんは明らかに統合をし、フルライン化してきた。合

併をしてリージョナルからナショナル・ホールセラーになり、同時にフルライン化してき
たということで、ナショナル・ホールセラーが何社もできてきた。同時に、リージョナル
で残った人は 本当に特殊なもの――業務用のホールセラーがその中に入ると思いますが、 、
そういうことであります。
その中で何が強みなのか。冒頭に「強み」ということをポイントにしてお話ししたいと

申し上げましたが、何が強みかという問題を相当真剣に考えて、その強みの世界で闘うと
いうことで仕事をされてきたと思います。
食品卸の強みは何か。これはリテールサポートや商品づくりに関する情報を上手に使っ
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た技術が一つの強みであり もう一つは物流に関する運営技術ではないかと思っています、 。
そのことは標準化をした上でシステムを使いこなす業務になる。そのことは、先程も話題
になりましたミスをなくすといいますか、欠品や誤配送をなくすみたいなことが圧倒的に
コストを下げることになるという問題であります。人間が関わると必ず誤作業が出てまい
りますので、なるべく人間を絡まさないようにする仕組みを機械とシステムを使いながら
上手につくっていかれたということでもありますし、その強みとは何かという問題をしっ
かり認識されたことが大変大きなポイントになっているのではないかと思います。
一方、卸売市場はどうか。私は水産の関係なので、水産卸の皆さんについて何が強みか

という問題を整理してみました。お客様がお金を持って買いに来てくださる、こんなにい
いことはないじゃないか、これが強みだとおっしゃる方もありました。しかし、そのこと
が本当に強みなのかということになりますと、そのことは大変恵まれた環境ではあるけれ
ども、強みとは言えないのではないかという議論をさせていただきました。
では、魚に対する情熱、あるいは魚に関する専門知識、あるいは物流コスト、これは強

みですかということですが、これは難しいなという感じがします。皆さん御承知のピータ
ー・ドラッカーさんですら、本当の「強み」とは何ですかという答えを出してくださいと
言っても、多分出してくださらないだろうと思うのであります。そのぐらい強みというの
は難しいことだと思います。ただ、ひょっとしたらライバルが同業ではないというふうに
考えたときに この 強み というものをもう一回見直さなければいけないのではないか、 「 」 。
なぜかというと、我々は全部、暗黙知の世界です。私どももそうです。私ども水産をやっ
ている人たちは個人技の中でやっています。かなりシステム化していますけれども、どう
しても変えなければならないところになると、変わってこない。これは暗黙知だと思いま
す。本当に形式知にできるかということであります。先程青果で御苦労されたいわれたと
ころと全く同じでありますが、そういうことではないかと思います。
それでは、この暗黙知を形式知に変えたら本当に最強になりますかということでありま

すけれども、暗黙知を形式知に変えただけでは、何が世の中に役立ちますか、何を新しい
価値としてつくりましたかというところまでは行かないのではないかと思っていまして、
暗黙知の形式知化は大事なステップではあるけれども、私はキーワード足り得ないと思っ
ております。
では、どうなのかということでありますが、私は、売るのが仕事ではなくて、売れる仕

組みをつくることが仕事だというふうに割り切ることができないだろうかと思います。売
るのが仕事であることは間違いありません。しかし、売れる仕組みをつくることこそが本
当の仕事ではないかと思います。そうすると、今の仕組みは一旦否定しなければいけない
ところが割合たくさんあるのではないかと思います。ただ、どんなにサプライチェーンの
流れが変わっても 卸売市場から魚が流れるという水が枯れてしまうことは絶対ないので、 、
その点、市場は大変恵まれているし、強いなと思うわけであります。
そこで、今日は何か申し上げなければいけないと思って、つまらないことを一つ考えま

した 「３つのシナリオ」ですが、これを私は３階建てのビジネスモデルと言っておりま。
す。別に日本水産の意見ではありません。私個人の意見であります。
産業のプラットホームとしては情報産業化というのが要る。これは情報流だけを処理す

ればいいのではない。物流は商物を完全に分離して情報流を整理する情報産業化というプ
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ラットホームを一つ持てたらいい。しかも、これは国内だけではなくてグローバルに。
その次は生産と流通の一体化でありますけれども、生産と流通を一体化したリテールサ

ポート業化という言い方をした方が正しいと思います。生産者から荷物を引くことが市場
にとっては大変大きな手間のかかっている問題でありますが、生産が大きくなってきてマ
ーケティングを志向するのなら、そのマーケティング志向は中間流通と一体になってリテ
ールサポートをする仕事に変えていったらどうだろうか。生産と流通を一体化したリテー
ルサポート業化ということを考えたらどうか。これはナショナルというよりはリージョナ
ルになる可能性が高いと思います。
それから、いわゆる小さな業務用のお客様が多いわけでありますが、そういう皆さんに

対してはCash＆Carryでお応えをしなければいけないと思いますが、私は必要なことはハ
ードより仕組みだと思っておりまして、その仕組みを３階建てということで考えたらどう
かと思います。
そういうことで考えれば、卸売市場とはこういうものだと決めつけないところに活路が

あるのではないかと思います。何も行動を起こさなかったら、誰かよその人がこういうこ
とをやってしまうかもしれないということではないかと思います。ともあれ、大変歴史を
持っておられるわけでありますし、成功体験を持っておられますから、そういう意味では
仕事の仕組みの改革はすごく難しいと思います。しかし、自立をするといいますか、自分
の足で立つという哲学を持って自分の強みを明快に認識されたら、新しい流通の仕組みを
つくるという強い意思がこの業界から生まれてくるのではないかと思いますし、そのこと
を実施していただくリーダーシップを持った人たちが多く生まれてほしいなと心から願っ
ております。
以上でございます。ありがとうございました。

○部会長 どうもありがとうございました。

質 疑 応 答

○部会長 お二方からお話を伺いましたので、これからしばらく質疑の時間をとりたいと
思います。当初よりやや時間が遅れておりますが、15分ぐらいの間に御質疑をいただきた
いと思います。なるべく大勢の方にお願いしたいと思いますので、質問あるいは御意見は
簡潔にお願いしたいと思います。どなたからでも結構でございます。
委員、先程何かあるとおっしゃいましたが、どうですか。後にしますか。

○委 員 後にする。
○部会長 では、どなたか。
○委 員 私は築地市場で商売をやっておりますので、まずは築地のことが頭に浮かんで
くるのです。私どもは仲卸ですが、市場自体、物の発想が殻にこもって、現在の市場の流
通そのものを何とか言い訳をしながら維持したいと、こういう考え方が非常に強いような
気がしてしようがないのです。それで、今の流通あるいは既成概念、そういったものを組
合員の皆さんにどうわかってもらうか、ここが非常に難しいところです。現在、築地市場
の場合には、再整備も含めて今回の法改正の背景、それをどう運用するか、そういったも
のの中で組合員の内部でいろいろな感情も含めた軋轢が出ているんですけれども、そうい
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ったものを解消するに当たって、今の参考人のお話を聞いて、私のおぼろげながら考えて
いる発想は間違っていないないなという自信は持つんです。ただ、それをいかに私どもの
仲卸全員に理解させるかという点で非常に難しさを感じるわけです。今、具体的にどの点
がどうだということはないのですが、そういう全体の中で私どもがどういう経営指導をし
ていったらよいのかという部分で塀にぶつかっているのが現実でございます。一度市場で
でもこんなお話を伺えたらと思いますので、そんな機会をつくったときには、もう少しわ
かりやすく、もう少しやさしく、レベルを落としてお話をいただけたらと思います。質問
にはならないかもしれませんけれども、気持ちでございます。
○部会長 ありがとうございました。
参考人、何かコメントございますか。

○参考人 この間発表された数字では、仲卸さんの企業が791あって、全部で営業利益を
10億しか上げていらっしゃいませんが、これは１社で上げる利益ではないかと私は思うの
であります。そういう意味ではもう一回お互いに考えないといけないと思います。委員が
おっしゃったように、今のままやると楽だと思って今のままやったら、なくなってしまう
ということだと思います。
○委 員 ですから、今は卸さんともこういった問題を真剣に話し合おうという機運が出
てきているんです。ただし、そういう機運を持っている人は非常に少ないですから、それ
が卸さんとうまくかみ合うかどうか、これも大きな問題ではないかと思います。
○参考人 冒頭で申し上げたと思いますが 我々の海外の活動がどんどん増えているのは、 、
お客様から御注文や事業計画の話で予約みたいなものが上がってきまして、それが先に決
まったところへ商品が動いてしまう。余っていて黙っていても商品が集まってくるような
恵まれた環境は、欲しいものに関してはいつまでも続かないのではないですか。余ってい
るものは入ってくる。しかし、余っている物は多分委員のお店でも必要ないですよね。だ
から、市場の皆さんの仕事は売れる仕組みをつくることで、その売れる仕組みをつくるた
めには何が要るのですかということをお考えになるように、発想をちょっとひっくり返さ
れたらいいのではないかと思います。
○委 員 ありがとうございます。
○部会長 どうもありがとうございました。
ほかに、どなたか。

○委 員 青果物に関してお伺いします。さっきの話はいろいろな面から興味深く聞かせ
ていただきました。私は東京都の中央卸売市場長ですが、先程言われたように青果の流通
システムが効率化していないとか、運営の標準化がなされていないとか、あるいは情報シ
ステム化が無いに等しいとか、いろいろ厳しい御指摘がございました。私も中央市場長を
やってまだ１年にならないのですけれども、流通のシステムが非常に古い。歴史的には10
0年ぐらいの歴史があるわけですけれども、特に築地市場なんかは近代化にはほど遠いな
という感じがいたします。
そういう中で、今日は市場外取引の問題が出るということで、東京都の中央卸売市場の

市場外取引がどれぐらいあるのかというデータをとりましたら、東京都の場合は中央市場
が都内だけではなくて関東近県の基幹的な市場になっておりますから、必ずしもこれが全
体の市場外取引と言えるかどうかはわかりませんけれども、データ上、水産は20％が市場
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外取引という数値になっています。それから野菜は10％、果実も10％弱です。牛肉は市場
外取引が55％と半数を超えている。豚肉については87％ぐらい、そういう数値が数字上出
ております。ちなみに、築地市場では３分の１が域外に出るという問題がございまして、
こういう数値をとるには必ずしも正確に反映していないかもわかりません。
そこで、先程、言われた市場のシステムの古さとか非合理性、特にコストについては自

分のところは３分の１ぐらいでやっているという話がございましたけれども、中央市場、
いわゆる卸売市場法で言う市場のこれから先は、極端に言えば役割が半減するとか、なく
なるとか、そういうところはどういうふうに考えておられますか。
○参考人 先程も申し上げたのですが、市場流通が良い悪いということではなくて、消費
者なり小売店が求めている商品を届けていく仕組みがこれから日本の流通の中に求められ
る。その仕組みが市場の中につくられなければ、末端のチェーンストアさんが自分でつく
る場合もあるでしょうし、別の業者の方が入ってきてつくる場合もあるでしょうというこ
とで、その中での比率が当然大きくなっていきます。ですから、今の市場の延長線上で考
えると、市場の将来の姿は流通量で大幅に減る。しかし、先程申し上げたような機能強化
をされれば、当然今度は市場流通で流れていく物量は保たれる可能性があるということだ
と思います。
○委 員 現状では先細りだという感じですか。
○参考人 はい。
○委 員 今は流通センターなどがたくさんできておりますね。それらと市場との比較表
を部下につくらせて見てみると、市場の役割はいい面がたくさんあるんです。例えば品揃
えですね。ドールさんは世界に生産者としてのマーケットを広げて、時間とか、あるいは
物品・品目も自由に入るようになっておりますから、これはかなりレベルが違うなという
感じがしますけれども、そういう品揃えの関係とか、それから今問題になっている衛生的
な検査のチェック機能とか、代金決済の問題。それから、確かにシステムが古いという形
もございますけれども、確実に継続的に供給されるという物品の流通システム、これらの
メリットはたくさんあるんです。これらにＩＴ革命や流通革命と言われるようなものを加
味していけば市場の役割はかなり大きいと、僕は当事者としてそう思っているんですけれ
ども、そこらあたりはどうですか。
○参考人 市場は十分にチャンスがあるのですが、これからは機能強化、今までの機能で
はない求められる機能をいかに強化していくのかということが最大のテーマであって、ま
ずそれをしていかなければいけないということです。
もう一つは、それをしていっても多分これが起きるだろうなと思うのは、例えば関東に

市場が結構あるわけでして、東京だけでも10市場あるわけですが、数としてそんなに要る
かなと。数はもっと少なくてもいいのではないかという気がします。当然、市場がこのま
ま機能強化をせずに旧態依然でやっていくだろうとは思いませんけれども、ただ、そのス
ピードが求められるだろうということだと思います。
○委 員 なるほど。ありがとうございました。
○部会長 ほかにいかがですか。
○委 員 消費者の立場から二つほどお尋ねしたいと思います。
いまのお話も大変興味深く伺わせていただきましたけれども、私どもの食生活は、今、
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緑黄色野菜、繊維の多いものを摂るようにということが多くの方々から指摘されて、消費
者もそういったことを心がけるようになっていると思います。全体像をよく把握し切れて
いないのかもしれませんが、カット野菜化されて、畑でとれた野菜が工場製品のような形
で流通することによって、システムをいろいろな形で変えていくことが合理化につながる
というお話でございましたけれども、日本では多種類の野菜、サラダ以外の多くの野菜が
食卓に上るわけで、こういう流通過程の合理化によっておっしゃられるようなコストダウ
ンが図れるのかどうかということも多少疑問を持っております。私どもの団体では二十数
年来価格調査も行ってまいりましたけれども、例えば、市場外等で取引されているものが
多いといわれるチェーンストアさんの野菜の価格よりも、市場を通ってきた町の専門店さ
んや八百屋さんの野菜の方が価格は安いんです。そういう意味では、それが徹底していな
い現状ではまだ評価するに値しない状態であるからという意味なのかもしれませんが、む
しろ安くならねばならない市場外流通等を含めたチェーンストアさんよりも、紆余曲折を
経たといいましょうか、不合理な面を持った流通形態の方が安いという矛盾があることを
どのようにお考えになっていらっしゃるのか、お尋ねしたいと思いました。
それから、水産物のお話の中では、ブランド化していくだろうということが大変印象に

残っております。それは野菜の話でもございました。そして、取引先が先に決まっている
方に流れていくような傾向がこれから一層強まるであろうということでございました。た
だ、私ども消費者の立場からしますと、海外からもいろいろお世話になって輸入していた
だいておりますけれども、日本の有力な事業者さんが海外にもどんどん売り込んでいく、
先に話が決まった方に売っていく、そしてブランド化を進めていくというお話をされてい
るのを伺いますと、これから先の魚の消費はどうなっていくのだろうかということを懸念
するわけでございます。魚が高いことが体によいと言われながらも消費者が肉に流れてい
る傾向もあるのではないかという仮説に立てば、参考人のおっしゃられたような傾向に進
むことになりますと、日本人がこれからさまざまな食品をとって生活習慣病をできるだけ
防いで、よりよい高齢化社会を生きるというテーマから離れていってしまうのではないか
ということも思うわけでございます。このような消費者の心配は懸念にすぎないというこ
となのかどうか、お二方にお答えいただければと思っております。
○部会長 それでは、まず青果物の方からお願いします。
○参考人 最初のカット野菜についてですが、カット野菜のようなプロセスを通ったら商
品が安くなるということではなくて、例えば消費者が100人いたら、その中にはカット野
菜といいますか、Ready To Eatのものを求めている消費者群が非常に増えてきていますの
で、そういう方たちにカット野菜、カットフルーツといった付加価値型の青果物の商品提
供の場面が増えると思いますということであって、決してその仕組みが商品を安くするの
だということではないんです。反対にむしろそういう商品はグラム単価でいえば今までよ
りも高くなる傾向だと思います。それでも、そういうものを買いたいという消費者の層が
だんだんできてきているなということです。
それから、市場外流通で例えば八百屋さんの方が大手スーパーさんよりも時にして安い

場面はよくあることですが、大手スーパーさんの仕入れが市場外流通なのだということで
は全くないということです。日本の青果の流通は、大手スーパーさんといえども、ほとん
どが市場内流通です。ですから、市場外と市場内というとらえ方をすると、先程野菜が10
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％とか果物で10％というお話がありましたが、そんなに少なくはないのではないかと思っ
ていますけれども、現状では青果物はほとんどが市場内流通で流れていて、結果、消費者
に届いている価格帯あるいは品質は消費者のレベルからするとなかなか満足のいくものに
なっていない。それを解決するということに立ったときには、それは市場内・市場外とい
う考え方ではなく、青果の中間流通業としてつくっていかなくてはいけない機能がありま
すよ、そういうものをこれから業界として揃えていかなければいけませんねというお話を
したつもりです。
○部会長 では、水産物についてお願いします。
○参考人 ここから先の魚の消費はどうなるかということでありますが 歴史的に見ると、 、
日本は世界で一番高い魚を消費することができる国ということで今日成り立っている。こ
れは間違いないことでありますが、７～８年ぐらい前からその形が崩れ出した。先程見て
いただきましたように、92年に魚価のピークを打って、それから右下がりになり出して、
２～３年たって日本より高く買える国ができている。例えばエビの場合、今、マーケット
におけるプライスリーダーはアメリカであることは間違いありませんが、日本人が好きな
魚で日本より高い値段が出すことができないのはマグロぐらいではないかと思います。あ
との魚、例えばメルルーサのような魚はヨーロッパの方が間違いなく高いと思いますし、
ギンムツといわれているメロという魚も例えば台湾の方が高いと思います。したがって、
そのことをけしからんというふうに言っていても私は仕方がないと思うのです。
ただ言えることは、魚が貿易市場に出てくるのは世界でとれるうちの４分の１しかない

んです。あとは全部ローカル・コンサンプションです。ですから、貿易市場が魚の消費の
リーダーシップをとっているわけではないんです。その中で欲しい物を欲しい国が持って
いくという状態であります。ただ、日本は貿易市場に出てくる魚のうち平均値でトン当た
り6,000ドルぐらいの魚を買っていますから、日本が一番高いだろう。そのすぐ下にアメ
リカがおります。それからヨーロッパが3,000ドルぐらいの魚で、アジアが2,500ドルぐら
いの魚を食べていますから 例えば日本に南米でとれるアジを食べなさいとおっしゃれば、 、
安いアジはいっぱいあるのですが、残念ながら、どなたもそれを店頭化しようとは思われ
ないので、やはりいかに欲しい魚を最適に結び、その間で最適にコストを下げるというこ
とをしなければいけないということであります したがって あまり心配をされなくても。 、 、
ちゃんと来るべきところには来るということであります。これは経済の原理ですから、見
えざる手だというふうに思わないといけないと思います。
それから、ブランド化の問題は、青果は既にそうなっていると思うのですが、水産物で

も私はこれから大事だと思います。例えば私どもは養殖の仕事を日本でも海外でもやって
いますけれども、養殖の池でこの魚はどこそこのスーパーに買っていただくという感じで
魚を飼っているんですよ。例えば、サケの脂をどのぐらい乗せさい、身の色をどのぐらい
にしなさいという御注文をいただいたら、それもできるぐらいまで技術が進化してしまっ
ているんです。外食産業から御注文を受けても、多分それはできてしまう。それは養殖が
いいか悪いかという議論とはちょっと異質だと思います。薬品を使わないようにしてくれ
と言われたら 薬品を使わないでできてしまうんです ただ そんなことはなくてもいい、 。 、 、
何でもいいからハマチの格好をしていればいいということになれば、薬品を使って、そう
いう餌をやればいいということになるのでありますが、おいしいハマチをつくりなさいと
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言われれば、おいしいハマチをつくれるまでバイオテクノロジーが進歩している。そのこ
とは安全性も含めて間違いなく保証できる。それがブランドなんです。要するに、その価
値を評価してもらいたいがためにブランドをつける。これは上原先生が御専門の世界だか
ら、ブランドというのはそんなものではないよとおっしゃるかもしれませんが、ブランド
の持っている本質的な機能はまさにそうだと思います。おいしくて、そして安全だという
ものを提案させていただく。それを養殖だから悪いとか天然だからいいという議論に変え
るのは、私はあまり正しくないと思っています。
そういう意味で生活者の立場で御心配いただくようなことはあまりないと思いますが、

あえて一つ申し上げれば、50％が養殖になりますという2035年になるまでに解決しなけれ
ばならない問題は、餌は何で飼うのですかという問題だと思います。魚１kgつくるのに、
その時期でも多分餌は２kg弱ぐらい要るだろうと思います。２kgの餌をやらなければいけ
ません。フィッシュミールを食べさせたのではいい魚はできるけれども、フィッシュミー
ルは大変ですから、そうすると当然大豆蛋白を食べさせなければいけないかもしれない。
大豆蛋白を食べた魚はどうも青腐くていかんと多分生活者はおっしゃるでしょう。その辺
を上手に解決していかなければならない問題は残っているだろうと思いますが、技術の進
歩は別にＩＴだけが進歩するわけではありませんで、我々のバイオテクノロジーも進歩し
ますから、当然解決すると思います。多分石油蛋白を使うようなことにはならないと思い
ます。大豆蛋白ぐらいだと思います。
○部会長 ありがとうございました。
時間もなくなってきましたが、委員、何かあれば、簡潔にお願いします。

○委 員 先程、参考人から説明がありましたが、日本へ入っているバナナなんかの果物
や野菜では、ドール、デルモント、チキータという世界的なブランドがある。その中でド
ールは、相手の伊藤忠という商社が非常に理解があったのか、戦後日本へ上陸してから、
日本市場ではドールのブランドが随分信用されて行き渡っている。先程のお話の中で日本
のチェーンストアに対する二 三の批判があったけれども 日本の果物や野菜が高いのは、 、 、
チェーンストアが間で暴利をむさぼっているのではなくて、人件費、地価、家賃、水道光
熱費、交通費、教育費等々が先進国では日本が一番高いんですよ。それがコストに入って
いるだけで、スーパーが暴利をむさぼっているわけではないということはよく気をつけて
もらいたい。
○参考人 そういう発言をしたつもりはなかったんですけれども、誤解を招いたとすれば
大変申しわけなかったと思います。青果は、先程もお話がありましたように全流通段階で
利益が低いんです。小売業も粗利で25％ぐらいだと思いますし、ましてや中間流通は去年
の成績など惨たんたるもので、半分以上が赤字ということで、日本の生産者も含めて収益
が上がらない構造になっています。それは小売店がもうけているということではなくて、
流通段階で無駄がいっぱいあって、結果論としてコストを上げているということが多分一
番大きな要因ではないか。今バナナの話が出ました。バナナを水際まで持ってくるコスト
は日本もアメリカもほとんど一緒ですけれども、アメリカあたりと比較するとバナナの価
格が約1.5～1.6倍の価格帯になっています。それだけ途中でのコストが上がっている。で
はアメリカの小売店はどうかといいますと、アメリカの小売店のグロスマージン、利益率
は４割ぐらい上がっていますので、食品の中でも一番の利益頭が青果だということから比
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べると 日本の小売店は青果で本当に利益率が低いというのが実態ではないかと思います、 。
○委 員 もう一つ、スーパーでもうからんものはカットして品数が減っていると言うけ
れども、私は毎年アメリカとヨーロッパ各国のスーパーマーケットを回って並んでいる品
数や品質等を全部比べている。これは本職でもう40年もやっているから間違いないのです
が、日本のスーパーマーケットの果物や野菜の品揃え、水産物の品揃え、それから生肉等
畜産物の品揃えは、非常に丁寧で細かくて、お客様の要望に沿うようにたくさん揃えられ
ていて、決してアメリカの一番進んだスーパーマーケットやヨーロッパのイギリス、フラ
ンス、ドイツ、オランダあたりのスーパーマーケットと比べても、品数をカットしていた
り少ないことはない。日本人独特の細かい配慮をした商品提供をしているので、そういう
点は今日の説明の中でも褒めてもらいたかったな （笑）。
○参考人 失礼しました。
○委 員 それと、日本の流通が非常に複雑で、いわゆる流通の暗黒大陸で、中間流通で
コストが高くなったり品質が劣化しているということを言う人があるけれども、そんなこ
とは絶対ありません。今、日本でスーパーマーケットをやっている会員が100社近くあり
ますから、その代表をして言いますが、そんなことはありません。これだけ申し上げてお
きたい。以上です。
○部会長 ありがとうございました。
時間も大分過ぎていますので、ここで今日お招きしたお二方のお話及びそれに対する質

疑は終わらせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
〔拍 手〕

○部会長 それでは、５分ほど休憩をとらせていただきまして、やや遅れておりますけれ
ども、研究会座長にお話を伺うことにいたしたいと思います。

〔暫時休憩〕

市場流通を巡る諸課題について

○部会長 それでは再開いたしたいと思います。
先程申し上げましたように、昨年の生鮮食品等流通問題研究会の座長に「市場流通を巡

る諸課題について」というテーマで研究会の報告を中心にお話を聞かせていただきたいと
思います。よろしくお願いいたします。
○参考人 ただいま御紹介くださいましたように、このたびの改正市場法のもとになりま
した生鮮食品等流通問題研究会の座長をやらせていただいたという経緯がありますので、
今日、この場に呼ばれたのだと理解しております。
御当局から与えられたテーマが 市場流通を巡る諸課題について ということですので「 」 、

副題として卸売市場の持つ公共性と市場原理あるいは競争原理の二つのバランスをどうい
うふうにとったらよいかという視点で、市場流通を巡る諸課題についての私の個人的な意
見を申し上げたいと考えております。
研究会の最終報告書はお手元に配られておりますし、内容については既に御理解を賜っ

ていると思いますので内容の紹介は省略させていただきたいと思いますが、私が研究会の
座長を仰せつかりまして、私なりにこの報告書の基本精神は一体何なのかということを確
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認する意味で若干お話し申し上げ、そうした基本的な考え方に沿って本当に改正市場法の
もとで市場が運営されるのかどうかということをチェックしていく必要性があるのではな
いかということをまず最初に申し上げたいと思っております。
報告書の中では、卸売市場の機能・役割に関しては、生鮮食品の流通にかかわる基幹シ

ステムとしてかつて位置づけられてきて、これからも基幹システムとしての必要性が十分
あるのではないかということを前提にいろいろな議論を重ねたということがまず第１点で
ございます。必要性を確認したということは、期待される機能と役割が十分あり、そうい
う機能強化を図ることによって基幹システムとしての役割を今後も図っていけることにな
るのではないかということで、卸売市場を期待される役割に応じてどう機能強化するかと
いうことが非常に重要な問題の一つであると、このように位置づけられたと私は理解をし
ております。
その中で特に（３）の「民間主導」の管理運営と「民間活力」を活かした民間の自己責

任の徹底を相当強くうたっておりますが、これまでの市場運営と改正市場法に基づく管理
運営の一番の違いはこの点に尽きるのではないかと私は理解をしております。いろいろな
規制や枠の中で市場が位置づけられてきた、こうしたこれまでの市場体制・市場運営がい
わば制度疲労を起こしていたのだとするならば、疲労を起こしている要因を変えていくこ
とによって機能強化が図れるのではないか、その中心をなす考え方は民間主導あるいは民
間活力を本当に活かした形にどういうふうに持っていけるかどうかということを前面に押
し出そうということで研究会の意見がまとまったというふうに私は理解をしております。
民間主導あるいは民間活力を活かし、なおかつ民間の自己責任のもとで市場運営が行われ
ることは、まさしく市場原理（競争原理）を活用することそのものであると、このように
理解をしていいのではないかと思います。
その結果が、今度の研究会の場では市場ごと、品目ごとの取引方法を容認しようではな

いかという点につながったと理解をしております。これは大変画期的なことの一つだと考
えてよいのではないかと思います。
私なりの思いを込めて最終報告書の基本精神が今申し上げたようなところにあるのでは

ないかということを申し上げましたけれども、果たして今申し上げたような趣旨に基づい
て改正市場法が本当に運営されるのかどうかということに関しては、まだスタートしたば
かりですけれども、ぜひ監視をしていく必要があるのではないかと考えております。
私も市場法の専門家ではございませんので、例えば改正市場法に基づく業務規程が、果

たして（１）から（４）に挙げたようなことに沿ってどのぐらい変わったのか、それに基
づいて市場運営が本当に民間主導、民間活力を活かす形に変わったのか、変わっていくの
かどうか、これは今後の市場の変わり方をきちんと見ていく場合に第１のチェックすべき
点ではなかろうかと考えております。二つ目に 「期待される役割への機能強化」という、
のは別の言葉で言いますと「体質改善」という言葉に置きかえることができると思います
が、改正市場法のもとで卸売会社、仲卸会社は本当に経営の体質が変わるのかどうか。変
わらないとすれば市場法を改正した意味がないと思いますし、あるいは変われない何かも
っと重要な問題があるとすれば、そういった問題をこの場で議論していくことが重要なこ
とになるのではないかと思います。変わっているのか、本当にこれから変わり得るのかど
うかは、まさしくこれからの問題でございますので、今、私の立場でどこがどう変わった
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ということを申し上げるだけの情報はまだつかんでおりません。市場関係業者の体質改善
が改正市場法のもとで進むことを期待申し上げたいと考えております。
二つ目に残されている検討課題について意見を言ってほしいという依頼を受けておりま

す。残されている検討課題については、生鮮食品等流通問題研究会の場で議論した延長線
にある課題ともう一つは私の個人的な意見を含めた検討課題、その二つを含めて幾つか御
提案申し上げたいことがございます。
まず第１点は、食料・農業・農村基本法の第２条に「 良質」な食料の安定供給」とい「

うふうに「良質」という言葉が使われておりますけれども、果たして卸売市場は良質な食
品の供給という点に一体どんな役割と責任を果たそうとされていらっしゃるのかどうか、
これは非常に大きな課題の一つではないかと思います。
私なりに食品の良質性とは何なのかということを考えてみますと、三つばかりの非常に

重要な要素があると考えております まず安心・安全性が確保されているということが 良。 「
質」の第一の意味ですね。それから、体によい、健康あるいは栄養性が高い、これが「良
質」の二つ目の意味だと思います。三つ目は、おいしい、あるいは人々のニーズに合うと
いうことで嗜好性に対応している。大づかみに言いますと以上三つの点が「良質」という
意味だと私は理解をしておりますが、特にその中で卸売市場を経由する食品は安全である
ということがもし担保できる仕組みになりますと、基幹システムとしての卸売市場はその
面で新たな役割を演ずることができるのではないか。ＨＡＣＣＰに対する対応とか、ある
いは野菜や果物の生産段階においてどの程度の農薬や化学肥料が使われたかどうかをちゃ
んとチェックできるような仕組みをつくることによって、安全な食品を供給するという消
費者が信頼できる仕組みを何らかの形で構築することができるとするならば、新しい供給
責任を果たしていくことができるのではないかということで、安全性の確保にかかわる市
場の新しい役割についてぜひ検討していただけたらということをまず最初に申し上げたい
と思います。
それから二つ目は卸売市場の市場性という問題になるわけですが、いずれにしても良質

の荷が集まり、そして売れていく状況をつくらない限り、卸売市場の市場性という基本的
な役割は果たせないわけでありまして、言ってみれば卸売市場が十分マーケティング機能
を果たす体制に本当にあるかどうかということが卸売市場の市場性で一番重要になってく
るのではないかと思います。
先程の議論を聞いて感じたことですけれども、マーケティング機能というのは、需要と

供給をマッチングさせる、なおかつ需要と供給のマッチングを買い手サイドに立ってマッ
チングすることが今のマーケティングの一番重要な点だと思いますが、買い手のニーズに
沿って買い手が求めるような良質の荷が本当に集まってくるような市場機能を十分果たせ
るかどうか。ということは市場原理を最大に活用することになるかと思いますけれども、
こういうことについての一層深めた議論が必要であるということを２番目に申し上げたい
と思います。
３番目に卸売市場の情報性ということについて私なりの提案を申し上げたいと思いま

す。もちろん卸売市場というのは売り手と買い手が交換価値を見出すのが基本的な役割で
ありますけれども、本来、物と物との交換というのは、単なる売買活動ではなくて、使い
手・食べ手の使用価値にいかにうまく転換するか 「使用価値への転換の場」という側面、
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が交換価値を生み出す以上に非常に重要なことになっている。具体的な使用価値への転換
というのは、どういう食べ方をしたら一番おいしく食べられるかということですが、そう
いう使用価値にかかわる情報を生み出す場として卸売市場はどういう役割が果たせるの
か。
市場の情報化といいますと、すぐに電子商取引化が出てきます。もちろんそれはそれで

進めなければいけない問題ですけれども、もう一つ、本当に食べる側に立った食品の使用
価値を十分伝え切るような情報をぜひ卸売市場が生み出し、その情報を小売業者に伝え、
そして消費者に提供していく、そういう役割があります。卸売市場から今申し上げたよう
な情報価値を生み出してほしい。そのためには、単なる交換価値を生み出す取引をする場
だけではなくて、テストキッチンのような機能を持ち、こういう食べ方をしたらおいしい
という情報を市場が自信を持ってつくり出す側に回る、こういうことが卸売市場の情報性
ということで非常に強く求められていることの一つではないかと思います。
ライフストアの清水社長の前でこういうことを申し上げるのはちょっと心苦しいのです

が、スーパーマーケットの生鮮食料品の売り方は自動販売機化してしまっていて、本当に
食品本来の使用価値情報を伝え切る場になっているのかどうかということを考えた場合に
は、そういう問題を一つ抱えているのではないか。ということは、そういう情報をつくり
出す場が一体どこなのかということにつながっていくわけですけれども、もちろん使用価
値に耐え得るような場を生み出す場は、さまざまです。生産者もそうですし、小売業者も
そうだと思いますが、とりわけ食品のプロである卸売市場からそういう情報が生まれる状
況をつくり出すことにさらに大きな努力を払っていただく必要があるのではないかという
ことを「市場の情報性」という言葉にかえさせていただきたいと思います。
４番目に、その後の手数料率問題とも絡むわけですが、卸売市場がドールさんがやって

いらっしゃる仕事と決定的に大きな違いがあるのは、公設の施設を使った公共性を持った
取引の場であるということです。その点で民間の取引と全く違う側面がある。そういう状
況であるということを常に考えながら市場のあり方を考えざるを得ないのではないか。典
型的な問題は、不当差別の禁止、受託拒否の禁止という大きな縛りがあるわけです。民間
企業であれば売れない商品は拒否してしまえばそれで済んでしまうわけですけれども、公
共性を持った卸売市場におきましては公正の原則を貫かなければいけない。公共性という
問題と上の方で申し上げました市場原理（競争原理 、この二つをバランスして考えてい）
くところに基幹システムとしての卸売市場の諸問題がすべて位置づけられているのではな
いかと考えております。
市場外流通と市場流通との違いは何か。全くイコールで考えるという考え方もなくはな

いと思いますが、その場合には受託拒否とか不当差別といった条項を全部外して取引を自
由にする。そういうことであれば民間の取引と全く変わらないものになるのではないかと
思います。
以上、４点ばかり私自身の個人的な意見も含めて検討すべき課題についての意見を申し

上げました。
もう一つ、固定手数料率問題をどう考えたらよいかという非常に頭の痛い宿題をいただ

いております。手数料問題というのは、規制緩和が必要であるという流れで考えていきま
すと、一般的に自由化の方向にあることは半ば常識化した考え方になっていることは御承
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知のとおりだと思います。自由化しなければいけない問題であるにもかかわらず、そこに
固定化された手数料率が存在する場合には、それなりの理屈がきちんとしていなければい
けないという問題になってくるのではないかと思います。
一つは、先程２の（４）のところで申し上げましたように、不当差別の禁止や受託拒否

の禁止、つまり市場の公共性ということが背景にあって固定手数料率が正当性を得たと私
は考えております。ただ、野菜で8.5％などというような現在の手数料率が高いのか低い
のか、あるいは固定制という制度に本当に問題があるのかどうか、この辺はむしろもっと
専門家の方々の意見を聞いていただかなければいけない問題ではないかと思っておりま
す。
ただ、この手数料率問題をよくよく考えていきますと、大型化し交渉力を持ち始めた産

地に対する出荷奨励金が出ている、あるいは仲卸さんに対する完納奨励金が出ている、こ
ういうこととセットで考えていかないと、手数料率が一概に高いとは言えない状況にある
と思っています。ただ、8.5％という数字そのものは一般的に見て決して低い手数料率と
は思えない、これは言えると思うのです。先程もサプライチェーンマネージメントの問題
が出ていましたけれども、１％ぐらいのコストを下げるのに死に者狂いであらゆるロスを
なくし、取引システムを一貫性のあるものに変えていこうという努力がいろいろな分野で
進んでいる中で現在の固定手数料率そのものを見た場合には、決して低いというイメージ
はないのではないかと思います。もちろん、出荷団体に対する実質的なリベートなどを引
いていきますと、卸売業者に高い粗利益がころがり込むことではないということはよく承
知しております。
そういうことで、手数料率問題を見ていく場合には、大型化した生産者に対して出荷奨

励金のようなものが本当に出ているのかどうかとか、一体この奨励金は誰にプラスになっ
ているのか、本当に個々の農家に入る金額になっているのか、あるいは出荷団体に対する
金額なのか、そういったことをあわせて見ていきますと、必ずしも合理性のある形では出
ていないということが言えるのではないかということで、出荷奨励金の使われ方、このこ
とが手数料問題の前に議論すべき問題の一つになるのではないかと思っております。
以上、ちょっと勝手な個人的な意見を差し挟みながら、与えられた課題についての私な

りの意見を申し述べさせていただきました。以上でございます。
○部会長 どうもありがとうございました。
若干の時間をいただいて今のお話に対しての質疑をしたいと思います。どなたからでも

結構です。
○委 員 今、いろいろ御説明、御意見を伺ったのですけれども、今、市場として一番大
変な状態にあります。今日は果実や野菜方面で、私は東京食肉市場ということで食肉の方
ですけれども、私どもの手数料はマキシマム3.5％です。今お話がありましたように、出
荷奨励金、完納奨励金等を支払い、そのほか市場の施設使用料並びに面積割り使用料等を
いろいろ支払いますと、ネットで約1.9％、２％を割る手数料になるわけです。そういう
点からして、今後市場の運営が健全にやっていけるかという問題になりますと、大変厳し
い状況です。私どもの11年度の決算が今日出来上がったんですけれども、消費税抜きで91
0億円ぐらいです。１億ちょっとをもうけるのがやっとで、営業的には大変厳しい環境で
す。そこへもってきて、ここで指摘されたように衛生問題に関しての負担が今後はすごく
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かかってきます。手数料を上げるということは、それが全部生産者の負担になるわけです
から 我々としては出荷奨励金とか完納奨励金の削減が今後問題になってくると思います、 。
そういうことを考えますと、食肉市場はこれから大変難しい状況に入ってきたなというこ
とをつくづく感じております。
それからもう一つ、買付集荷というのがありますね。東京市場の場合、我々のような牛

の場合は全国から出荷したいという要望がたくさんありますから、大動物だけを扱ってい
れば十分やっていけるんです。しかし、市場である以上、商品の品揃えということからい
きますと、豚もやらなければいけないし、豚の部分肉もやらなければいけない。また牛の
部分肉もやらなければいけない。産地で屠殺解体して部分肉にされた品物も扱わなければ
市場としての機能が果たせないという環境になります。皆さんも御存じのように、今、九
州は大変です。そうすると九州地方の生産者から東京で上場をストップされては困るとい
うことがあるんですけれども、それぞれ事情がありまして、東京は東京の行政として自粛
しなければならないような通達も出ますし、大変厳しいです。確かに部分肉というのは買
付けでは3.5％の手数料というわけにはいきませんから、採算ベースぎりぎり、または赤
字になってしまうことも十分あります。そんなことを含めて、出荷奨励金、完納奨励金、
これは今までは手がつけられないところだったけれども、手をつけていかなければ生きて
いけないのではないかというふうに感じております。
○参考人 固定手数料があるからこういう資金の出方が生じるということになると思いま
すので、セットで考えていかないといけないのではないかと思っております。
○委 員 ただ、手数料を上げればいいという問題ではないんですよ。手数料を上げれば
それは全部生産者にかかってきます。ですから、そういうことではなくて、奨励金なんか
で対応して削っていかなければならないのではないかと思っています。
○参考人 あるいは買付集荷が増えていけばこういった問題が自然に低くなるというか、
そういう関係にあるのではないかと思いますが。
○委 員 でも、買付集荷というのはなかなか利益が出ないんですよ。
○参考人 そうですか。
○委 員 それで私どもも今もめているんです。買付集荷で赤字だという問題がありまし
て、大変もめています。
○参考人 私が申し上げました市場が本当にマーケティング機能を十分に発揮してほしい
ということの意味は、本当のことを言うと、自己の責任において買付のようなことが増え
ていくことが市場の強みではないかと思うのですが。
○委 員 今まで委託販売が主体の会社ですからね。法令が改正されて幾らか買付もでき
るようになりましたけれども。しかし、販売能力といいますか、そういう技術面において
特に私どもの会社が未熟なのかもしれないけれども、今、買付物品では黒字にはなりませ
ん。トータルである程度利益が出る間は、品揃え、また従業員の育成という面をもってや
っていこうと思っています。
○部会長 ありがとうございました。ほかに。
○委 員 参考人がおっしゃったように自己責任でこれからやっていかなければいけない
ということは十分承知しております。十分承知しておりますが、一つ言いますと、私ども
中央卸売市場の卸売会社は105社ですが、恐らく平成11年度の決算では営業赤字が半分ぐ
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らいになるだろうという非常に厳しい状況です。経営体質を改善するためには血の出る思
いでいろいろやらなければいかんということは十分承知しております。ただ、今、手数料
問題をなぶられますと、それどころか、一遍にポシャってしまうような状況になるのでは
ないかという心配があるんです。ですから、参考人が手数料問題を云々する前に出荷奨励
金の問題とか完納奨励金の問題に手をつけ、それから解決していかなければいけないとお
っしゃってくださいましたが、僕は本当にそのとおりだと思います。これを考えずにやっ
たのではちょっと問題があるなという思いがします。
だから、卸売市場の手数料が高いか安いかという議論は、考え方が違うので言いにくい

と思うのですが……。例えば、先程、青果で参考人が卸売市場の手数料は卸売会社が8.5
％で仲卸さんが10％余り取って20％以上あるようなことをおっしゃったような感じがした
んですけれども、そういうときもあるかもわかりませんけれども、私たちの例で言えば、
スーパーさんへ納めさせていただいているものなんかは卸と仲卸を合わせて10％もいかな
いです。野菜でいえば8.5～９ぐらいです。そのぐらいでやっているんです。だから、中
央卸売市場が今までと同じような利益を得ているということ自体がナンセンスだというこ
とを申し上げたいと思います。
参考人に質問ということではなくて、おっしゃったことは本当にそのとおりだと思いま

すので、私もふんふんと聞いているだけで何も言えないんですけれども、手数料の問題に
ついてはどうぞいろいろとお考えいただきたいし、私たちも頑張らなければいけないなと
思っています。以上です。
○部会長 ありがとうございました。
参考人に対するほかの面の質問……。どうぞ。

○委 員 ただいまのお話の中で、出荷奨励金と完納奨励金は性質が全く違うような気が
するのです。私どもは仲卸ですが、完納奨励金について自分の意見を言わせていただきま
すと、完納奨励金というのは手数料の料率には全く関係がないと思うんです。その主たる
ねらいは、卸さんの経営の中で代金回収を早期に行うための手数料的性格のものではない
か、そういう気がします。
先程買付物品を増やせばという御意見がございましたけれども、これがどんどん増えて

しまえば今のようなメリットは減少するのかもしれません。しかし、今、卸さんと結んで
いる特約がございまして、これを私ども仲卸の代金回収の周期にあわせるような形で多少
なりとも特約を延ばしていただくような交渉を今築地ではやっておりますけれども、そん
なときでも完納奨励金の制度があることによって、私どもは早期支払いをすることに努力
する一つの物差しになっているんです。しかし、この完納奨励金の制度が後退あるいは廃
止ということになると、私どもは特約いっぱいまで引っ張ることになるわけですから、こ
れが卸さんの今後の体質によい結果を及ぼすかどうか、ちょっと疑問に思います。
それから、前後して申しわけないのですが 「残されている検討課題」の（１）の「良、

質」な食品という部分ですが、私ども仲卸は良質なものをきちっと差別するということを
常に心がけているわけです。市場には良質のものが入ってこなければ価値も上がらないと
いうことで、私ども、入荷量と魚の価格設定とさらにもう一つ、こういう要因は常に念頭
に置いている部分です 市場に入荷した魚の安全性とＨＡＣＣＰ対応のことがありまして。 、
ＨＡＣＣＰ対応ということになると今の築地市場は再整備がらみの中で議論をしなければ
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ならないのですけれども、とりあえず私どもは市場を通った魚については安全ですよとい
うＰＲを常に心がけています かつてはポスターをつくったこともございます それから。 。 、
衛生検査所の先生方が毎日巡回をしながら、そういったものに対する気配りをされていま
す。衛生講習会も常にやっております。そういう中で、ここら辺については、できる限り
の対応を懸命にさせていただいているというのが現状でございます。
そして、最後にまた戻りますけれども、参考人のお話の中で買付物品を増やすべきだと

いうお話がございました。先程卸さんの方もあまり利益につながっていないというお話が
ありましたけれども、消費者の方々の立場に立って考えたならば、私は買付をすることは
商品の価格高騰につながるという意見です。冷凍品や加工品の場合は別だと思いますが、
生鮮食料品については。なぜならば、今でも浜値ということが生鮮の場合にはよくありま
すけれども、指し値商品というのはそれ以下では売らないでくれということですから、買
い付けた商品はややそれに近くなるわけです。損をした状況で売りたくない。市況がどう
変わろうと、買い付けた値段というのは意識なさると思うのです。ですから、生鮮食料品
に限って 買付というものについては私どもはちょっと疑問的な見方をしているのですが、 、
その点についてどうお考えでしょうか。
○参考人 いずれも難しい問題で、うまく答えられないのですけれども、完納奨励金は出
荷奨励金とは性格が違うということはそのとおりではないかと思います。完納奨励金に関
しては非常に合理的な要素がありますので、もっとオープンに支払条件に応じてその分の
奨励金が出るというのは公開していいことであって、出荷奨励金とは性質が違うというこ
とはそのとおりだと思います。ただ、卸売業者にとってのコストの一部分であるという点
ではこのことの負担があるということを申し上げたかったのがまず１点です。
それから２点目ですけれども、市場を通る食品は安全なのだということを心がけではな

くて仕組みで消費者に納得のいく形で見せることは一体どういうことなのか。これはシス
テムとか仕組みとか、あるいはいつの段階までは農薬を使っていたけれども出荷直前のい
つは一切使っていないということが、いつでも要求に応じて本当に見せてもらえるぐらい
のことをやらないと、今、消費者は安心しない時代に入ってきているのではないかと思い
ます。
ちょっとケースが違いますけれども、最近あるスーパーマーケットを視察させてもらっ

て非常に感銘したことがございます。そのお店へ行きましたら 「バックヤードをいつで、
もお見せします」と、こう書いてありました。何でそんなことをするのですかと聞きまし
たら O-157問題が起きたときに 生鮮食料品を売るのは危ないよと言われる状況の中で、 、 、
そんなはずはないじゃないか、我々はこんなに努力して、こんなに衛生面に配慮して売っ
ているのだから、お客さんが不信に思った場合にはいつでも中に入ってごらんくださいと
いうやり方をすることによって逆に非常に信頼をかち得たというケースがあります。これ
はＨＡＣＣＰということとは別に、安全なのだということが本当に確認できる仕組み、保
証体制をつくることによって、もし市場経由の食品についてそういう安全性が保証される
ならば、これは大変なパワーを得る可能性があるのではないかということを御提案申し上
げたいと思います。
それから三つ目の買付の話は、私も細かいところまではわかりませんが、少なくとも魚

の問題についてはかなり買付が増えていて、そのことが卸売業者の粗利益率を下げる要因
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になっているということは承知しております。ただ、そういう問題とユーザーのために本
当に欲しい商品を欲しい値段、欲しい時期に的確に提供していくというマーケティング機
能とは、問題をちょっと別に考えていかなければいけない。要するに、マーケティングと
いうのは買い手である最終顧客が納得・満足してくれるような質・量・価格のものをいか
に提供するかということが基本になりますので、そういうふうに考えた場合には、やはり
買付を増やすことも重要な選択肢の一つではないか。そういうものがきちんと定着してい
きますと、それはちゃんと利益がとれることにもつながっていく可能性があるのではない
か。この辺は私は専門家ではございませんので、そういうことでよろしいでしょうか。
○部会長 ありがとうございました。
やや時間に追われて恐縮ですが、質疑はこの辺で終わりにしたいと思います。どうもあ

りがとうございました。
○参考人 どうも失礼しました。

そ の 他

○部会長 では、冒頭申し上げましたけれども、今後の論議を効率的に進めるために、事
務局の方から今後の検討課題等について説明をしたいとのことでございますので、説明を
お願いします。
○事務局 第７次の基本方針につきまして議論をいただくために、昨年12月の市場部会に
おきまして総体的な検討項目を御説明いたしました。これを今後の御議論のために大ぐく
りに整理いたしますと三つの課題に分けられるのではないかと考えております すなわち。 、
一つ目が市場の再編と整備の方向についてです。２番目が卸・仲卸業者の経営問題、これ
は合併等による再編の方向とか役割の強化といったことだと思います。３番目に卸売手数
料の見直しと競争条件の整備ということが課題になると考えております。今後の部会にお
きまして、これらの課題につきまして順次御検討いただきたいというふうに考えておりま
す。
ただいま申し上げました順でいきますと、卸売手数料は３番目の検討課題ということに

なるわけですが、卸売手数料の問題につきましては、卸売業者の方々はもちろんといたし
まして市場流通のあり方にも大きなかかわりのある問題ですので、ここであらかじめこの
問題の背景、ポイントを御説明させていただきたいと考えております。
それでは、資料７ 「卸売手数料問題について」と題しました資料に基づきまして御説、

明をいたします。以下、資料に沿って御説明をいたします。
この資料は、卸売手数料、出荷奨励金、完納奨励金につきまして、まず経緯と現状を御

説明しております。次に株式の売買手数料などの他の手数料の動向、そして手数料などが
卸売業者の経営に占める位置、最後に手数料問題の論点につきまして説明しております。
まず卸売手数料の経緯についてです。
中央卸売市場制度は大正12年に創設されましたが、このときに従来問屋が口銭として徴

収していたものを手数料として位置づけております この手数料の決め方につきましては。 、
開設者が業務規程に最高限度率を定めまして、各卸売人が開設者の承認を受けてそれぞれ
手数料を定めるという形になっておりました。昭和９年の東京都の例を見ますと、青果、
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水産物とも上限が10％となっております。
戦中戦後の経済統制によって卸売手数料はかなり低く定められたこともありましたが、

経済統制の撤廃後、蔬菜が10％、果実が８％、水産物６％とするものが一般となっており
ます。
そして昭和33年に中央卸売市場法の改正がございました。改正法は卸売人の過当競争を

規制することを内容にしておりましたが、この改正におきまして手数料については一律の
定率制とすることができるようになっております。すなわち、業務規程で定められた率以
内で開設者が規則などで定める率とされたわけでして、この制度のもとで、蔬菜10％、果
実８％、水産物６％の定率の手数料となったわけでございます。これらの関係条文につき
ましては資料に小さい字でお示ししているとおりです。
２ページにまいります。昭和38年になりますが、物価対策として閣議決定が行われ、手

数料率の引き下げが行われました。すなわち、野菜は10％から8.5％へ、果実は８％から
７％へ、水産物が６％から5.5％へ、それぞれ引き下げられました。なお、この際に各種
奨励金も支出が抑制されております。
そして昭和46年に卸売市場法が制定されましたが、手数料につきましては従来の制度を

踏襲いたしまして、またその率も従来どおりとなっております。
２番の「現行の手数料率等」ですが、こうした経緯を経て、現在の手数料制度につきま

しては、まず卸売市場法第41条において卸売業者は委託を引き受けるに当たって委託手数
料以外の報償を受け取ってはならないとされております。これを受けまして、各開設者が
定める業務規程において委託手数料の上限を定めております。この資料では業務規程例を
掲げております。
（２）で東京都の業務規程であります市場条例を掲げておりますが、この第82条におき

まして 「次表で掲げる定率以内において、規則で定める定率」というふうに定められて、
いるわけでございます。
３ページの表がその次表でございまして、ごらんのとおりになっております。この表の

下に市場条例の施行規則第63条がございます 市場条例の規則で定める率は 次のとおり。 「 」
としているわけでして、上の表と同じ率を定めております。この施行規則によりまして固
定の定率の手数料率が定まっているという仕組みになっております。
ただいまは青果と水産物の手数料を中心に申し上げてきましたが、ここで食肉の手数料

について申し上げますと、昭和33年に大阪市で初めて食肉の中央卸売市場が設置されまし
たが、その当時大阪市のと場で行われておりました委託手数料率が3.5％となっておりま
したために、これがそのまま最高限度の手数料率として業務規程で定められました。その
後、定率手数料制になりました後も3.5％のまま現在に至っております。
また、花きの手数料につきましては、48年に仙台と横浜に中央卸売市場が創設されまし

た際、従来の花きの市場の手数料の水準でありました10％を勘案いたしまして、9.5％と
されております。その後、各花き市場がこの率で運用されているわけです。
次に出荷奨励金についてです。出荷奨励金につきましては、卸売業者が出荷者や出荷団

体に支出している交付金で、計画的な出荷や規格や包装の改善を目的としています。出荷
奨励金を支出するに当たりましては開設者の承認にかけられております。この承認に当た
りましての支出額の上限は３ページの下の方に記載のとおりで、青果については年間総取



- 36 -

扱高のうち1000分の10、つまり１％、ただし野菜につきましては1000分の10の範囲内で出
荷団体ごとに1000分の17まで傾斜配分できることになっております。次に水産の出荷奨励
金の上限ですが、過去３年平均の支出実績の範囲内となっておりまして、また食肉につい
ては1000分の11以内、花きについては1000分の1.5以内となっております。こうした基準
のうち 青果 水産につきましては農水省の過去の通達がその枠組みを定めておりまして、 、 、
４ページに通達を掲げております。
続いて４ページの下の方にまいりますが、完納奨励金です。完納奨励金につきましては

卸売業者が買受人又はその団体に支出する交付金となっておりまして、販売代金の早期納
入の促進を目的としております。これも開設者の承認にかかっております。承認に当たり
ましては支出の上限を記載していますが、青果につきましては1000分の10、水産物につい
ては1000分の４、食肉については1000分の３、花きについては1000分の２となっておりま
す。完納奨励金につきましても、こうした基準のうち、青果と水産につきましては農水省
の過去の通達が枠組みを定めております。
６ページをごらんいただきますと、先程御紹介しました昭和38年の閣議決定であります

「生鮮食料品流通改善対策要綱」の抜粋を掲げております。真ん中あたりに手数料率の引
き下げについての記述がございます。
続いて７ページに移らせていただきます 「他の手数料等の動向」ということですが、。

ここでは株式、商品取引、銀行預金の金利、金融先物取引、損害保険料率、港湾荷役料金
などを紹介しております。いずれも近年自由化が進んでおります。
まず証券取引ですが、株式の売買委託手数料につきましては、証券取引法や各証券取引

所の受託契約の準則に定められておりまして、これまで売買代金の金額に応じて定率の手
数料が定められておりました。その後、いわゆるビッグバンの証券分野での目玉として手
数料の自由化が行われまして、資料にありますとおり、平成６年４月から大口取引の自由
化がまず行われ、順次自由化されまして、11年10月には完全自由化となっております。
続いて商品取引ですが、これは商品取引所法、また各商品取引所の受託契約の準則に定

められまして、商品の種類によって固定手数料や手数料の上限設定などが行われてきてお
ります。しかしながら、金融ビッグバンなどに並行して商品分野でのビッグバンの動きが
起こりまして、資料に記載のとおり、平成10年末から大口取引から順次手数料の自由化が
進みまして、平成16年からは完全自由化となることとなっております。
８ページにまいりますが、預金金利でございます。これにつきましては、過去には臨時

金利調整法 また日銀のガイドラインによって規制が行われておりました しかしながら、 。 、
世界的な金利自由化の流れの中で、資料にもございますとおり、昭和60年のＭＭＣ（市場
金利連動型預金）の導入以降から我が国でも金利自由化が進みまして、平成６年10月以降
は当座預金を除いて預金金利は完全に自由化されているという状況にございます。
続きまして、９ページをごらんいただければと思います。金融先物取引です。金利や株

価指数などの先物を扱う金融先物取引ですが、これについては比較的歴史が新しい取引に
よるためと思われますが、各取引所の受託契約準則によって委託手数料の上限額が設定さ
れているだけでして、その範囲内で各会員が自由に定められるという仕組みになっており
ます。
５番目に損害保険料率が出ております。これにつきましては、従来、損害保険会社を会
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員とする損害保険料算出団体（算定会）がございまして、この算定会の定める保険料率に
よりまして各会社が一律に保険料率を定めてきておりました。これに対しまして、これも
金融ビッグバンの一環として平成10年に算定会料率の使用義務が廃止されまして、損害保
険料率の自由化が行われております。
最後に港湾運送事業ということで、港湾荷役などについて書いてございます。これにつ

きましては港湾運送事業法に基づき運輸大臣の免許制となっておりまして、運賃及び料金
等についても運輸大臣の認可制となっております。これに対しまして、港湾運送事業の効
率化、サービス向上を図りますために規制緩和が行われることになっておりまして、国内
の主要９港について事業免許制を廃止して許可制とするとともに、料金については認可制
を廃止して事前届出制とする改正案が今国会に提出されておるところでございます。
以上が他の手数料の動向でございます。
続きまして10ページですが、中央卸売市場において卸売手数料や奨励金が卸売業者の方

々の財務にどのような位置を占めているかということを御説明しております。
最初の「青果」と書いておりますところの太い線の四角をごらんいただきたいと思いま

すが、太線の四角の横が収益の割合を示しております。例えば事業収益が1,999億余にな
っておりますが、このうちの82.6％に当たる1,651億円が委託手数料によっているという
仕組みです。また、右の方をごらんいただきますと、買付収益が13.7％を占めまして、兼
業収益が3.7％を占めているというふうにごらんいただければと思います。
一方で縦の方ですが、こちらは経費を示しておりまして、営業経費が1,861億余ござい

ます。このうち出荷奨励金が経費の11.5％を占めている、完納奨励金が13.3％を占めてい
るということでございます。人件費が41％で821億円、以下、市場使用料が125億円の6.3
％ 集荷販売費 その他経費と続いております その下に営業利益として137億円 6.9％、 、 。 （ ）
と書いてございます。
前後して恐縮ですが、これは中央卸売市場の青果部の卸売業者110社の財務の内容を合

計したものです。
また、この表によりますと、例えば出荷奨励金と書いてあるところの右を見ていただき

ますと買付収益と重なっておりまして、一見すると買付収益や兼業収益を財源に出荷奨励
金に出しているように見えて若干おかしいところがございますが、これは最初に申し上げ
ましたとおり、収益、経費のそれぞれの構成を示している絵であるというふうに御理解い
ただければと思います。
同じような整理のもとに （２）水産物として卸売業者96社の合計を掲げております。、

委託手数料が35％で青果に比べて少ない、買付収益のウエイトが大きいということがごら
んいただけるかと思います。また、経費の表をごらんいただきますと、出荷奨励金のウエ
イトが小さく、完納奨励金のウエイトも小さいというところがごらんいただけるかと思い
ます。
続きまして、11ページに食肉の卸売業者10社の合計を記載しております。事業収益の88

％が委託手数料、ほとんどを占めているということがごらんいただけるかと思います。ま
た、営業経費をごらんいただきますと出荷奨励金のウエイトが非常に高いということがご
らんいただけるかと思います。その一方で完納奨励金のウエイトが小さいという形になり
ます。経費の下をずっと見ていただきますと、太い四角の枠の外側に点線で営業利益で▲
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が立っているところがございます。営業経費が事業収益を上回っております。つまり、赤
になっておりますために営業損失が発生しているという形になっております。
花きについても同様でございます。ここでは省略させていただきます。
12ページにまいりまして、卸売手数料問題の論点を整理いたしました。昨年暮れの論点

整理ペーパーにおいても卸売手数料について出しているところですが、問題意識として、
まず１番は「自由化の必要性について」ということで整理をしております。市場外・市場
間の競争が激化している中で、卸売業者が競争力を強化し、卸売市場の活性化を図ります
ためには、卸売経営の収益の大部分を占める手数料について競争を導入することが不可欠
ではないかと考えております。
また、我が国経済社会の抜本的な構造改革を図るために、各般の経済的・社会的規制の

撤廃・緩和が進行しておりまして、卸売市場においても規制緩和を進めることが必要では
ないだろうかということでございます。
また、卸売手数料と関連を有する出荷奨励金につきましては、出荷の奨励という所期の

目的がほぼ達成してきている中で、これを廃止いたしまして、出荷者が提供を受ける様々
なサービスとその対価である手数料との組み合わせの中で、当事者の自由な判断に委ねる
ことが適当ではないかと考えております。
また、手数料と関連を有する完納奨励金につきましては、これも廃止いたしまして、販

売代金回収コストとの関連において、当事者の自由な判断に委ねることが適当ではないだ
ろうかと考えております。
こうした問題意識のもとに考えられる自由化の方策について２番で整理しております。

まず手法ですが、①として各卸売業者の方々によります手数料率・額の自由な設定という
考え方があるのではないだろうかと思います。次に②を見ていただきたいのですが、また
業務規程等の定めによる最高限度の下での各卸売業者の方々による自由な設定も考えられ
るのではないだろうかと思います。③は、定率は維持しながらも手数料率の引き下げとい
う形もあるのではないだろうか。④としてその他の形もあり得ると思っております。それ
ぞれで括弧書きで書いておりますのは、こうした場合の出荷奨励金、完納奨励金の考え方
ですが、それぞれ出荷奨励金につきましては廃止又は自由裁量ということではないだろう
か、完納奨励金につきましては代金回収コストとの関連において廃止又は自由裁量という
ことが考えられるのではないだろうかと考えております。
（２）がただいまの手法を実施するに当たっての経過期間についてどう考えるのだろう

かという内容です。まず一つは即時自由化という考え方がございます。２番目は段階的な
自由化が考えられるのではないかということです。この場合、段階を追うに当たりまして
も、大口取引から自由化いたしまして一定の年月が経ちました後に完全自由化という考え
方があるかと思います。また、一定の年が経ちました後に完全自由化ということも考えら
れるのではないかということでございます。
13ページにまいりますが、こうしたことを検討するに当たりましては、卸売業者の方々

の経営問題が大きな問題として挙がってくると思います 手数料の自由化を図ります中で。 、
卸売業者の方々の経営対策として、合併や業務提携等による規模拡大、またコスト削減、
そして集荷販売力の強化、こうした様々な自助努力が必要になってくるであろうと考えて
おります。
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また、これらの経営努力に対して支援策が必要であろうと考えておりまして、一つとし
て農林漁業金融公庫の食品流通改善資金などを前の改正でも用意したところでございま
す。また、そのほかにもいろいろ考えられるのではないだろうかと思っております。
Ⅴが検討スケジュールですが、こうしたことを検討するに当たりましては、まず事務局

において関係者の方々の意見を聴取いたしまして、その結果を取りまとめるとともに、こ
れを踏まえて論点整理と対応方策を作成してまいりたいと考えております。時期としては
７月あたりを目途に作業を進めたいと考えております。
（２）ですが、この卸売市場部会におきましては（１）の対応方向について御検討をお

願いしたいと考えております。
（３）ですが、最終的には、市場部会における他の論議と同様に、12月末までに結論を

出すべく論議をお願いしたいということでございます。ここに至ります間に、必要に応じ
まして関係者の方々からヒアリングをお願いしたいと思います。
以上、卸売手数料につきまして、早口で恐縮でしたが、経緯、状況、論点を説明させて

いただきました。今後よろしく審議のほどをお願いいたします。
○部会長 資料の御説明について質疑等を始めると切りがないと思いますので、今日は一
応こういう宿題を投げかけられたということで、これから皆さんもそれぞれ組織の中でも
御議論があろうかと思いますから、次回以降、先程のようなスケジュールで議論をお願い
したいと思います。結論は12月ということでございますので、様々な御意見がまた出ると
思います。
以上をもちまして第９回の食品流通審議会卸売市場部会を閉会とさせていただきたいと

思います。
なお、今後の日程につきまして、事務局から御説明します。

○事務局 次の日程につきましては、５月11日に有志の方々による流通施設の視察、現地
見学をお願いしております。次回の市場部会は６月１日（木曜日）に10時から、会場は未
定ですが、市場の再編整備の方向につきまして論議をお願いしたいと考えております。会
場につきましては、決まり次第、御連絡いたします。また、正式な開催の案内状につきま
しては別途通知をいたしますので、よろしくお願いいたします。
○部会長 それでは、本日はこれにて閉会したいと思います。長時間、どうも御苦労さま
でございました。

閉 会


